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はじめに 
 

松前町では、「健やかで やさしい 地域社会を目指す」を基本理念とする「松前町障害者基

本計画・松前町障がい福祉計画」を策定し、全ての人々の人権が尊重され、誰もが安心して暮ら

せるまちづくりを目指して障がい者福祉施策の推進に努めてまいりました。 

また、誰もが障がいや障がいがある人を理解し、住み慣れた地域の中で自立し、安心して暮ら

せるようノーマライゼーションの理念の浸透を図るとともに、障害者総合支援法による障がい者

の日常生活支援をするためのサービス基盤の整備等について、計画的に推進してまいりました。 

この度、「松前町第２期障がい者計画・第４期障がい福祉計画」の計画期間が平成 29年度末で

終了することに伴い、障害者総合支援法の改正に適切に対応し、障害者差別解消法の施行や児童

福祉法の改正など最新の動向に注視しながら、社会情勢、障がい者のニーズの変化等を踏まえ、

障がい者福祉施策の具体的な取組を推進するため「松前町第３期障がい者基本計画・第５期障が

い福祉計画」を策定いたしました。  

一方、障がい児の発達を支援する観点から、児童福祉法に基づき障がい児やその家族を含め、

一貫した支援を提供するとともに、地域における包括的な支援をスムーズに受けられるよう保

健・医療・福祉の関係機関の連携促進に努め、障がいのある子どもに対する切れ目のない支援体

制の充実を図るため「第１期障がい児福祉計画」を策定いたしました。 

今後とも、障がい者福祉推進のため町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、御尽力いただきました、松前町障がい者基本計画等策定委員

会及び松前町地域自立支援協議会の皆様をはじめ、アンケート調査や関係機関のヒアリング等貴

重な御意見や御提言をいただきました多くの皆様方に心から敬意と感謝を申し上げます。 

 

平成 30年３月             

松前町長 岡 本  靖 
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第 1部 計画に当たって 

 

第１章 計画策定の背景と目的 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

近年、我が国では、少子高齢化や人口減少が進み、地域、家庭、職場という

人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。暮らしの中の

人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築し、人生における様々な困難に

直面した場合でも、誰もが役割を持ち、お互いが存在を認め合い配慮し、支え

あうことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会にし

ていくことが求められています。  

このため国では、平成 25 年に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）を施行し、さらに、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」

という。）を制定しました。また、平成 28 年には、「改正障害者総合支援法」

及び「改正児童福祉法」の成立などの制度改革や法改正が行われています。  

こうした国の制度改正を踏まえ、地域の中で、障がいのある人の人格と個性

が尊重され、障がいの有無にかかわらず、互いに支え合い、安心して充実した

生活を送ることができる社会の実現に向け、さらに、障がいのある人やその家

族のニーズの多様化に対応できるよう、今後６年間の障がい者施策の方向性を

示す新たな「松前町第３期障がい者基本計画・第５期障がい福祉計画及び第１

期障がい児福祉計画」（以下「本計画」という。）を策定します。  

本計画は、障がい者施策の基本方向を総合的・体系的に定める「障がい者基

本計画」と、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制

の確保について定める「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」の３つの

計画から構成されています。  
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２ 関連法令の動向 

主な関連法令等並びに国及び県の計画の動向は、以下のとおりです。  

 

年 国 愛媛県 

H18 

◇障害者自立支援法の施行 

◇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律の施行 

第
２
次
障
害
者
基
本
計
画 

第
３
次
障
害
者
基
本
計
画

第
３
次
障
害
者
基
本
計
画
（

年
間
）
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第
１
期 

障
害
福
祉
計
画 

H19 ◇障害者権利条約署名 

H20 ◇児童福祉法の改正 

H21  

第
２
期 

H22  

H23 ◇障害者基本法の一部を改正する法律の施行 

H24 ◇障害者虐待防止法の施行 

第
３
期 

H25 

◇障害者総合支援法の施行 

◇障害者優先調達推進法の施行 

◇成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙

法等の一部を改正する法律の施行 

第
３
次 

H26 ◇障害者権利条約の批准 

H27 ◇難病の患者に対する医療等に関する法律の施行 

第
４
次 

計
画
（平
成

年
ま
で
）

31

 

第
４
期 

H28 

◇障害者差別解消法の施行 

◇障害者雇用促進法一部改正の施行 

◇改正障害者総合支援法・改正児童福祉法・改正発

達障害者支援法の成立 

H29 ♢障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正 
●「障がい児福祉計画」の策定が義務化 
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３ 計画の位置付け 

 

（１）市町村障害者計画の法律上の根拠 

「松前町障がい者基本計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に規定する「市

町村障害者計画」に位置付けられ、障がいのある人に関する施策全般にわたる

方向性を示す計画です。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）市町村障害福祉計画の法律上の根拠 

「松前町障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条に規定する「市町村

障害福祉計画」であり、障がい福祉サービスについて、各年度のサービス種類

別の見込量等を明らかにする計画です。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）市町村障害児福祉計画の法律上の根拠 

「松前町障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 に規定する「市町

村障害児福祉計画」であり、障がい児福祉サービスについて、各年度のサービ

ス種類別の見込量等を明らかにする計画となります。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律抜粋 
（市町村障害福祉計画） 

第 88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定め

るものとする。 

２～12省略 

○児童福祉法抜粋 

第 33条の 20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体

制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市

町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

○障害者基本法の抜粋 
（障害者基本計画等） 

第 11条 省略 

２ 省略 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村

における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本

的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 
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（４）本計画の期間 

〇松前町第３期障がい者基本計画 

長期的な視点に基づき推進していく必要から、平成 30 年度を初年度とした平

成 35 年度までの６か年計画とします。  

 

〇松前町第５期障がい福祉計画 

国の指針に基づき、平成 30 年度を初年度とした平成 32 年度までの３か年計

画とします。  

 

〇松前町第１期障がい児福祉計画 

国の指針に基づき、平成 30 年を初年度とした平成 32 年度までの３か年計画

とします。  

 
24年度 

(2012) 

25年度 

(2013) 

26年度 

(2014) 

27年度 

(2015) 

28年度 

(2016) 

29年度 

(2017) 

30年度 

(2018) 

31年度 

(2019) 

32年度 

(2020) 

33年度 

(2021) 

34年度 

(2022) 

35年度 

(2023) 

            

            

            

 
 

第１期 
障がい児福祉計画 
（平成 30～32年度） 

第２期 
障がい児福祉計画 
（平成 33～35年度） 

第４期障害福祉計画 
（平成 27～29年度） 

第２期障害者基本計画 
（平成 24～29年度） 

第５期障がい福祉計画 
（平成 30～32年度） 

第６期障がい福祉計画 
（平成 33～35年度） 

第３期障がい者基本計画 
（平成 30～35年度） 

第３期障害福祉計画 
（平成 24～26年度） 
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（５）他計画との関係 

本計画の策定に当たっては、国の「障害者基本計画」及び愛媛県の「障害者

計画」を踏まえるととともに、町における最上位計画である「第４次松前町総

合計画」をはじめ、他の関連する計画と整合を図ります。また、障がい児福祉

計画については、子ども・子育て支援事業計画との密接な関係性もあることか

ら、特に調和を図る必要があります。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）愛媛県が定める障がい保健福祉圏域について 

松前町における障がい福祉政策を推進するに当たっては、国及び県との連携を

図っていきます。また、中でも松山圏域内の連携は障がい福祉サービスを提供

するに当たって重要であることから、松山圏域を構成する市町と十分な連携を

図ります。  

 
 
                  

 

 

愛媛県が定める障がい保健福祉圏域 
         

松前町 

第４次松前町総合計画 
 
松前町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 

他関連計画 

松前町高齢者福祉計画 
（第７期介護保険事業計画） 

松前町子ども・子育て支援事業計画 

調
和 松前町第３期障がい者基本計画 

第１期障がい児福祉計画 

第５期障がい福祉計画 

国 
 
 
 
 
 
 

愛媛県 

愛媛県障害者計画 

愛媛県障がい福祉計画 

愛媛県障がい児福祉計画 

障害者基本計画 

及び関連法制 
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第２章 障がいのある人を取り巻く現状 

 

１ 障がいのある人の推移 

 

（１）人口構造の推移 

 

松前町の年齢３区分別人口の推移は、次のとおりです。  

全体的には総人口並びに年齢区分別の年少人口（０～ 14 歳）及び生産年齢人

口（15～64 歳）は減少し、高齢者人口（65 歳以上）が増加します。平成 25

年には生産年齢人口が 60％を下回り、高齢者人口は平成 29 年には 29.6％にな

っています。  

 
■ 松前町の人口の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：人 

  平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

0歳～14歳 4,226 4,165 4,136 4,069 4,034 4,002 

割合(％) 13.5% 13.4% 13.3% 13.2% 13.1% 13.0% 

15歳～64歳 19,004 18,663 18,395 18,079 17,868 17,718 

割合(％) 60.8% 59.9% 59.1% 58.4% 57.8% 57.4% 

65歳以上 8,034 8,327 8,614 8,794 8,986 9,131 

割合(％) 25.7% 26.7% 27.7% 28.4% 29.1% 29.6% 

総人口 31,264 31,155 31,145 30,942 30,888 30,851 

資料：住民基本台帳（各年９月末） 
 
 

4,226 4,165 4,136 4,069 4,034 4,002 

19,004 18,663 18,395 18,079 17,868 17,718 

8,034 8,327 8,614 8,794 8,986 9,131 

31,264 31,155 31,145 30,942 30,888 30,851 

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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（２）身体障がいのある人の状況 

身体障害者手帳の所持者数は、平成 26 年度に 1,128 人まで増加しましたが、

その後減少に転じ、平成 28 年度には 1,094 人となり、平成 24 年度と同様の水

準でした。  

等級別で見ると、一般的に重度障がいと区分される１級及び２級が半数以上

でした。  

障がい種別で見ると、平成 28 年度で肢体不自由が 571 人、内部機能障がい

が 361 人で、この２つの障がい種別で８割強でした。  

 
■身体障害者手帳保持者数（年齢、等級別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■身体障害者手帳保持者数（年齢、等級別） 単位：人 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全      体 1,096 1,125 1,128 1,118 1,094 

年
齢
別 

18歳未満 17 17 15 14 14 

18歳以上 1,079 1,108 1,113 1,104 1,080 

等 

級 

別 

1級 414 415 422 423 410 

2級 229 234 225 220 208 

3級 138 139 140 136 133 

4級 212 234 234 232 239 

5級 40 39 41 38 35 

6級 63 64 66 69 69 

（各年度 3月末現在） 
 
 
 

414 415 422 423 410

229 234 225 220 208

138 139 140 136 133

212 234 234 232 239

40 39 41 38 35
63

64 66 69 69

17 17 15 14 14

1,079 1,108 1,113 1,104 1,080

0人

200人

400人

600人

800人

1,000人

1,200人

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

等級別 1級 等級別 2級 等級別 3級

等級別 4級 等級別 5級 等級別 6級

年齢別 18歳未満 年齢別 18歳以上
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■身体障がいのある人の障がい種別の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■身体障がいのある人の障がい種別の状況 単位：人 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全 体 1,096 1,125 1,128 1,118 1,094 

視覚障がい 78 81 81 78 77 

肢体不自由 582 609 606 592 571 

内部障がい 356 357 364 366 361 

聴覚・平衡 69 67 66 69 73 

音声・言語・そしゃく 11 11 11 13 12 
（各年度 3月末現在） 

（３）知的障がいのある人の状況 

療育手帳の所持者数は、平成 24 年度以降増加を続けており、平成 28 年度で

は 188 人です。平成 24 年度の 155 人と比較して約 21.3％増加しています。  

また、年齢別に見ても 18 歳未満、以上ともに増加しており、今後もこの傾向

が続くことが予想されます。  

 
■療育手帳保持者数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■療育手帳保持者数 単位：人 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全      体 155 161 174 180 188 

年齢別 
18歳未満 45 44 50 52 57 

18歳以上 110 117 124 128 131 

等級別 
Ａ 53 58 61 63 65 

Ｂ 102 103 113 117 123 
（各年度 3月末現在） 

78 81 81 78 77

582 609 606 592 571

356 357 364 366 361

69 67 66 69 73
11 11 11 13 12

0人

200人
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（４）精神障がいのある人の状況 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成 24 年度以降増加を続けており、

平成 28 年度では 140 人です。平成 24 年度の 102 人と比較して約 37.3％増加

しています。  

年齢別に見た場合、18 歳未満は、平成 27 年度以降 0 人という状況です。ま

た、18 歳以上は、年々増加しており、今後もこの傾向が続くことが予想されま

す。  

等級別においては、「1 級」及び「2 級」では緩やかな変動となっているもの

の、「３級」では平成 24 年度以降急激な伸びを示し、平成 24 年度から平成 28

年度にかけておよそ 3 倍以上伸びています。そのため、平成 28 年度においては

「1 級」を上回る割合でした。  

 
■精神障害者保健福祉手帳保持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■精神障害者保健福祉手帳保持者数 単位：人 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全      体 102 108 126 130 140 

年齢別 
18歳未満 1 1 1 0 0 

18歳以上 101 107 125 130 140 

等級別 

1級 22 22 24 23 24 

2級 72 73 84 88 89 

3級 8 13 18 19 27 

（各年度 3月末現在） 
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【参考】近年は、精神障害保健福祉手帳を持っていない方の受診も増加傾向で、参考として通院受
給者数の総数を示します。 

 
 

自立支援医療 (精神通院 )受給者数については、平成 24 年度の 408 人から年々

増加し、平成 28 年度には 520 人となり、約 27.５％増加しています。  

 
■自立支援医療(精神通院)受給者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（各年度 3月末現在） 
 
 
 
 

■自立支援医療(精神通院)受給者数 単位：人 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

自立支援医療(精神通院)
受給者数 

408 431 459 493 520 

408 431 459 493 520

0人
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400人
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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第２部 第 3期障がい者基本計画 

 

第１章 計画の理念 

 

１ 基本理念 

 

松前町では、第４次松前町総合計画において目指す姿を「水きらめき 笑顔あふれる 

ライフタウン・まさき」とし、自立、共生、飛躍のまちづくりを基本理念としたまち

づくりを進めています。そして、保健福祉分野では「健やかでやさしい松前町をつく

る」を目標とし、障がいがある人もない人も、誰もがお互いの個性を尊重し、支え合

う共生社会の実現を目指して施策の展開をしています。 

また、国では、現在、地域の人たちが支え合いながら自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティの育成や、公助・共助により助け合いながら暮らすことのできる「地域共

生社会」を、目指すべき社会の一つとして示しています。 

こうした国の考えは松前町の総合計画の基本理念とも合致するため、本計画の基本

理念を下記のとおり定め、全ての住民が松前町に住んでよかったと思える障がい者福

祉政策を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健やかで やさしい 地域社会を目指す 

平成 28 年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」にお

いて、「介護離職ゼロの実現」に向けた取組として「地域共生社会の実現」

が設定されました。 

これを受けて厚生労働省では「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を

設置し、「地域包括ケアシステムの深化・推進」を打ち出しました。 

地域共生社会の実現のためには、地域のあらゆる住民が支え手側と受け手

側に分かれるのではなく、役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍で

きる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して

助け合いながら暮らすことのできる仕組みの構築が必要とされています。 

地域共生社会 
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２ 基本目標と施策体系 

 

基本理念の実現に向けて、７つの基本目標を設定し、総合的かつ適切な支援

が行えるよう各施策の展開を図ります。  

障がい者基本計画の施策体系は、以下のとおりです。  

 

 
 

基本理念 健やかで やさしい 地域社会を目指す 

基本目標 施策の方向 

１ 教育・育成の充実 

（１）連携体制の充実 

（２）学校教育の充実 

（３）生涯学習を通じた理解促進機会の充実 

２ 広報・啓発活動の充実 

（１）広報・啓発活動の推進 

（２）障がい者虐待防止の啓発 

（３）福祉教育の推進 

（４）ボランティア活動の推進 

（５）交流・ふれあいの推進 

（６）スポーツ・レクリエーションの推進 

３ 地域生活の充実 

（１）障がい者及び家族の生活支援体制の整備 

（２）施設サービスの充実 

（３）在宅サービスの充実 

（４）障がい者及び家族への相談支援の充実 

（５）障がい者の消費者としての権利保護 

４ 医療・介護等の充実 
（１）障がいの早期発見・早期療養(育)体制の充実 

（２）医療・介護・リハビリテーションの連携 

５ 雇用・就業の充実 
（１）就労支援の促進 

（２）総合的な就労支援施策の推進 

６ 生活環境の充実 

（１）住みやすいまちづくりの推進 

（２）防災・防犯対策の推進 

（３）住宅・生活環境の整備 

（４）交通環境の整備 

７ 情報・コミュニケーションの充実 
（１）情報提供の充実 

（２）コミュニケーション支援体制の充実 
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第２章 施策の展開 

 

１ 教育・育成の充実 

 

松前町では、障がいのある人に対して早期からの一貫した療育や教育を提供し、一

人ひとりの特性と教育的ニーズに応じた支援を行えるよう、保健・医療、福祉、教育

等関係機関が連携を図り、教育の充実に努めます。さらに、社会に出ても様々な事柄

を学習していけるよう各種活動を含めた生涯学習の機会づくりや場の確保に努めます。 
 

（１）連携体制の充実 

松前町特別支援連携協議会の定期的な開催などを通して、保健、福祉と学校

教育関係分野の連携を図り、充実した教育・育成の場を提供できるよう努めて

います。また、特別支援教育の啓発や地域住民を含めた連携を進め、生涯学習

の機会の拡充や障がいのある人への理解につながるよう講習会などを開催し

ています。  

今後も、松前町特別支援連携協議会などの機会を活用しながら、より効果的

な連携方法を模索し、さらなる支援体制の充実に努めます。  

 

（２）学校教育の充実 

学校における特別支援教育を充実させるため、専門家の派遣による巡回相談

や研修会を実施し、教職員の資質向上に努めています。  

今後も、障がいのある児童・生徒及び保護者の多様化する教育的ニーズに対

応できるよう、幼稚園等から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校

といった学校種間の引継ぎを確実に行い、町内全体で一人ひとりの特性に応じ

た教育支援体制を整えていきます。  

また、子どもたちが障がいのある人や高齢者に対するボランティア活動に参

加できるよう配慮していきます。  

 

（３）生涯学習を通じた理解促進機会の充実 

障がいや障がいのある人についての理解促進や障がいのある人に対する差

別の解消のために各種講座や大会等を開催しています。障がいのある人が積極

的に参加できるように、拠点施設のバリアフリー化を進め、また、各種大会等

においては福祉関係機関との連携による手話通訳や要約筆記を依頼するなど、

引き続き環境の整備に努めます。  
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２ 広報・啓発活動の充実 

 

障がいのある人もない人も、共に地域の中で暮らすことのできる社会をつくってい

くためには、地域活動をはじめ、様々な社会活動に障がいのある人が参加できるよう

にしていくことが必要です。障がいのある人の社会活動への参加意欲を高めていくと

ともに、障がいのある人が参加しやすい環境を整えていくことが求められます。 

そのためには、行政だけでなく、企業、ＮＰＯ（特定非営利法人）等を含む全ての

住民が社会活動（社会貢献活動）に対する価値観を共有し、それぞれの役割と責任を

自覚して主体的に取り組むことが重要であり、住民一人ひとりの理解と協力をいかに

して促進させていくかが最も大切です。 

松前町では、地域で障がいのある人も地域の一員として暮らし続けていける

よう、町民の意識を高めていく広報啓発活動に努め、できるだけ自立した日常

生活が営めるよう支援します。  

そのために、まず、障がいの有無にかかわらず、お互いの人格と個性を尊重し合う

共生社会の理念の普及を図るとともに、障がいや障がいのある人に対する理解を深め

るため、幅広い住民の参加による啓発活動を推進します。 
 

（１）広報・啓発活動の推進 

「障がい」という特性に対する周知や対応についての啓発等を行います。ま

た、障がいのある人への様々な施策を広報誌や町のホームページで積極的に情

報提供を行い、広報・啓発活動を推進します。  

特に「障がい者週間」では、住民の意識啓発を行うとともに、地域住民を対

象とした講習会や交流会を積極的に開催していきます。  

また、広報・啓発活動を積極的に推進するため、町職員及び関係機関職員に

対する研修に努め、啓発活動のリーダーとして養成していきます。  

 

（２）障がい者虐待防止の啓発 

養護者や障害者福祉施設、就業場所等の従業員等による障がい者に対する虐

待が起きないよう権利擁護の意識の高揚を図るとともに、早期発見につながる

よう広報･啓発を推進しています。  

今後も、障がいのある人虐待防止の広報・啓発活動を継続し、虐待の早期発

見のために医療機関や教育機関及び児童福祉施設に対しても広報・啓発活動を

実施していきます。  
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（３）福祉教育の推進 

障がいや障がいのある人についての正しい知識を広め、理解を深めていくた

めに、様々な機会を活用した広報・啓発活動の充実や福祉教育の推進が必要で

あり、学校教育の中でも交流及び共同学習等により、障がいのある人との交流

を通じて、障がいに関する理解促進を図っています。  

 

（４）ボランティア活動の推進 

ボランティア活動を推進するに当たっては、近隣市町との連携を図りながら、

障がいのある人の社会参加への支援や交流会の実施、ボランティア育成支援を

行っています。  

今後は、ボランティア活動の必要性や障がい福祉に対する啓発を行いながら、

障がい福祉に関するボランティア活動を推進していくとともに、ボランティア

活動を通じて障がいのある人と高齢者の連携・交流を図ることができるよう支

援していきます。  

 

（５）交流・ふれあいの推進 

文化・スポーツ大会に、障がいのある人をはじめ、全ての住民が参加できる

機会を増やすことで、交流・ふれあいの啓発活動を推進するとともに、そのよ

うな場で障がいのある人自らボランティア活動に関わることによって、障がい

に対する知識や障がいのある人への理解を深める機会を提供します。  

また、総合福祉センターや総合文化センターなどを活用し、交流の機会を設

けていきます。  

 

（６）スポーツ・レクリエーションの推進 

スポーツ・レクリエーション、文化芸術等の「余暇活動」は、人の“生活の

質”を向上させる上で、重要な役割を果たします。そのため、松前町でも、毎

年愛媛県障がい者スポーツ大会へ選手を派遣するなど、スポーツ、レクリエー

ションを推進しています。  

今後も、関係団体や施設等との連携を図り、スポーツ大会の周知・啓発によ

る参加者の増加に努めるとともに、文化芸術等に関する情報を提供していきま

す。  
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３ 地域生活の充実 

 

障がいがある人が地域で暮らし続けることができるようにするためには、利用者の

希望に沿って、障がいがある人の多様なニーズに対応する生活支援体制整備、福祉サ

ービスの量的、質的な充実を図っていくことが必要となります。 

障がいがある人には、それぞれに必要とされる支援があります。そのため、障がい

福祉サービスの提供体制をはじめとした障がい者支援に関する情報を得やすい仕組み

を整備することで、障がいのある人が必要な支援をスムーズに利用でき、適切なサー

ビスを受けられるようにすることが重要です。 

そのためには、障がいのある人の意思決定を尊重するとともに、権利擁護に努め、

関係機関の支援の資質向上を図りながら、自立と社会参加の促進に努めます。 

また、様々な媒体を通して情報提供を行い、障がいがある人の生きがいづくりを支

援し、豊かな地域生活の実現に向けた体制の確立に努めます。 
 

（１）障がい者及び家族の生活支援体制の整備 

現在、国では、障害者支援施設等に入所している人を可能な限り地域での生

活に移行させ、これを支援していくことを推進しています。しかし、障がいの

ある人が安心して地域で暮らしていくためには、総合的な生活支援とそれを可

能にする地域資源等の基盤整備が必要になります。  

今後は、訪問系のサービスの充実や相談支援事業の利便性の向上を図り、障

がいのある人及び家族への支援体制を強化していきます。  

そのため、庁内関係課の連携及び障害者支援施設、社会福祉協議会等の関係

機関と連携し、松前町地域自立支援協議会の活性化を図り、体制の整備をして

いきます。  

 

（２）施設サービスの充実 

松前町障がい福祉計画に基づき、障がい福祉サービスの見込量に沿いながら、

障がいのある人が身近なところで利用できる施設サービスの提供体制の整備

に努めていきます。  
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（３）在宅サービスの充実 

施設から在宅への地域移行を促進するために、在宅サービスへの移行に際し

ては、継続して安定した生活を送るためにも、相談支援事業所と連携し、必要

なサービスにつなげていくことが重要となります。  

今後も、必要な人が必要なサービスを受けられるよう、在宅サービスの周知

を図るとともに、家族懇談会等の利用勧奨を積極的に行っていきます。  

 

（４）障がい者及び家族への相談支援の充実 

障がいのある人及びその家族が安心して暮らせるまちづくりを目指し、身近

なところで相談ができる環境を整え、相談支援の充実を図っています。相談員

も、障がいのある人が地域の一員として暮らせるように支援しています。  

今後は、各相談窓口の周知を図り、身近な窓口を増やし、必要な人が専門の

窓口で相談ができるよう事業の周知と連携に取り組みます。  

 

（５）障がい者の消費者としての権利保護 

障がいのある人同士が交流し、職場や生活上の悩み等を話し合う機会を提供

し、消費者としての適正な利益が損なわれることのないよう、適切な方法で情

報提供に努めます。  

また、詐欺等の被害に遭わないよう注意喚起に努めます。  
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４ 医療・介護等の充実 

 

脳血管疾患における後遺症等の後天的障がいの予防と重度化を防止するためには疾

病を予防し、あるいは早期発見、早期治療を行うことが重要です。 

また、障がいのある人の高齢化によって発病のリスクも高くなるため、予防、早期

発見の機会を設けることが大切で、発達障がいを含む障がいのある人に対し必要なサ

ービスが十分提供できる体制及び家族に向けた支援体制を整えていくことが課題とな

っています。 

そのため、これまで以上に医療機関との連携を強化し、健診により発見された疾病

の重症化防止を図るとともに、障がいのある人に対して適切な保健サービス、医療、

医学的リハビリテーション等を提供できる体制を整えます。さらに、障がいの早期発

見のための健診体制及び早期対応のための特定保健指導等、相談体制の充実を図って

いきます。 
 

（１）障がいの早期発見・早期療養（育）体制の充実 

障がいの早期発見・早期対応のため、各種健康診査、訪問指導、保健相談事

業等の充実及び普及を図っています。また、うつ病等のこころの健康について

の知識の普及や啓発を行っています。  

乳幼児期においては、乳幼児健康診査や発達相談等の機会を捉え、発達障が

いの早期発見・早期療育に向けた支援を行っています。  

今後も継続して、相談事業等を通して実態把握に努め、関係部署との連携を

図り、切れ目のない支援を目指します。  

 

（２）医療・介護・リハビリテーションの連携 

医療・介護・リハビリテーションの充実を図るため、近隣市町・医療機関・

福祉関係機関等との連携を図り、障がいのある人の支援を行っています。  

今後も、関係機関等と連携を図る中で、精神保健福祉分野も含めて取り組む

ことにより、医療・介護・リハビリテーションに従事する者の確保及び資質の

向上を支援します。  
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５ 雇用・就業の充実 

 

障がいのある人が地域で自立した生活をしていくためには、就労は、非常に重要な

要素となります。障がいのある人の就労については、環境や障がい理解に基づく適切

な支援体制が不十分なことなどにより、意欲と能力があっても、就労に結び付いてい

ないのが現状です。 

しかし、改正障害者雇用促進法（平成 28 年 4 月施行）により、企業・事業者には

障がいを理由とした差別の禁止と合理的配慮が義務付けられ、平成 30 年 4 月 1 日か

らは、障がいのある人の雇用の法定雇用率が現行の 2.0％から 2.2％（民間企業の場合）

へと引き上げられるなど、雇用機会が拡大していくことが予想されます。 

そのため、企業や事業所等に対する障がいのある人の雇用については、県や関係機

関と連携した啓発活動等を行います。また、就職した後の支援や離職後の再訓練など、

障がいのある人一人ひとりの状況に合わせた支援が行えるよう努めます。 
 

（１）就労支援の促進 

県、施設、関係機関等と連携を図り、事業主をはじめとする住民に対して法

定雇用率の啓発や障がいのある人の就労への啓発活動を推進しています。  

今後も、引き続き、障がいのある人の雇用の安定を図るために、公共職業安

定所（ハローワーク）、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター

（えひめ障がい者就業・生活支援センター）等との連携を図り、自立した生活

ができるよう支援を行い、新しく就労施設等が開設されるなどの情報の周知・

広報に努めます。  

 

（２）総合的な就労支援施策の推進 

就労支援施設等での作業活動や就労継続事業が身近な地域で展開されるよ

う、関係事業者と連携し、就労支援の充実を図りながら、就労支援施設等にお

ける製品開発や販売促進を地域住民とともに支援しています。  

また、松前町障がい者優先調達推進方針に基づき、就労支援施設等の製品の

庁内への調達推進を行うなど、引き続き就労支援に取り組みます。  
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６ 生活環境の充実 

 

障がいのある人が地域の中で日常生活を送り、様々な分野に積極的に参加するため

には、ユニバーサルデザインの考えの下、建築物、道路、公共交通機関などにおける

障壁を取り除き、全ての人にとって安全・安心かつ生活に支障のない環境を整備する

ことが大切です。 

今後も、安全・安心な環境の整備に努めるとともに、災害時の安全を確保するため

にも、災害時の支援体制や避難体制の充実を図ります。 

また、防犯体制については、障がいのある人が犯罪に巻き込まれないような、地域

の防犯ネットワークの構築に努めます。 
 

（１）住みやすいまちづくりの推進 

高齢者や障がいのある人が移動しやすいまちづくりを一体的に進めること

を目的とする、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリ

アフリー新法）や県の人にやさしいまちづくり条例等を踏まえて、町管理施設

の維持管理において、点字誘導ブロックの点検･補修、階段の手すり延長工事

等を行っています。  

今後も、引き続き、歩道の整備や生活道路の段差解消や防犯灯の増設等に取

り組み、障がいのある人が住みやすいまちづくりを進めていきます。  

 

（２）防災・防犯対策の推進 

総合防災マップを配布して危険箇所や避難場所の周知徹底を図り、防災知識

の普及に努めています。また、避難行動要支援者支援計画の策定や避難行動要

支援者名簿の作成等、災害時の障がいのある人の支援体制を構築しています。 

今後も、各自主防災組織や関係機関とともに避難体制の充実を図ります。特

に災害時において要支援者の避難支援を的確に行うために、個別避難計画の作

成や避難訓練の実施など、地域の支援体制との連携を図ります。  

また、障がいのある人が犯罪に巻き込まれないように、普段から広報・啓発

活動の推進に努めます。  
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（３）住宅・生活環境の整備 

障がいのある人に配慮した町営住宅の整備に努め、また、民間の住宅・生活

環境向上のため、県の人にやさしいまちづくり条例等の周知を図っていきます。 

住宅改修に関する相談者に対しては、介護保険事業における住宅改修事業と

連携を図るとともに、町営住宅については、建て替えが必要な老朽化した住宅

が多いため、今後の建て替え事業で整備する住宅は、バリアフリー化を図りま

す。  

 

（４）交通環境の整備 

安全で快適な通行等のため、また、移動手段の確保のため、コミュニティバ

ス（ひまわりバス）の利用促進を図り、障害者手帳保持者の運賃を無料（町外

在住は、半額）にしています。また、他の公共交通の駅やバス停などにおいて

障がいのある人が利用しやすい施設整備を要請しています。  

今後も、障がいのある人が移動しやすい環境づくりを推進し、公共交通事業

者や関係機関への理解促進にも努めていきます。  
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７ 情報・コミュニケーションの充実 

 

バリアフリー新法・ユニバーサルデザインの方針に基づいた、全ての住民が安心し

て、暮らしやすいと感じるまちづくりを目指し、これまで、町内の公共施設等につい

て、ハード面での整備に加え、情報提供面でも、障がいの有無にかかわらず誰でも求

める情報を取得できる情報アクセシビリティの促進に努めてきました。 

必要とする情報を得て自己決定することや自分の意思を広く発信することは、社会

参加の機会を増やす上でも重要なことです。 

そのため、今後も、聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通

を図ることに支障がある人に対し、手話通訳や要約筆記、朗読ボランティアにより、

誰もが平等に求める情報を得て、情報を発信することができる環境づくりを進めます。 
 

（１）情報提供の充実 

町のホームページや広報紙による積極的な情報提供等、障がい福祉サービスに関す

る情報提供体制の充実を図り、分かりやすい情報の提供に努めます。 

また、家族（介助者）への情報提供の充実も図っていきます。 
 

（２）コミュニケーション支援体制の充実 

手話通訳者を派遣する手話通訳者派遣事業や朗読ボランティアなど、コミュニケー

ション支援体制に取り組んでいます。 

今後も、障がいに応じたコミュニケーション支援体制の充実を図るため、県やボラ

ンティア、社会福祉協議会等との連携を図り、事業の周知・広報を行います。 
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第３部 第５期障がい福祉計画 

 

１ 第５期障がい福祉計画の基本的な考え方 

 

本町では、平成 18 年度に「松前町障害者計画・松前町障害福祉計画」を策定し、障

がい福祉に係る施策を計画的に推進してきたところです。また、「障がい福祉計画」に

ついては、法に基づき３年ごとに計画の見直しを行い、地域での暮らしを支援するこ

とを中心に、在宅サービスの充実や日中活動の場の確保などに努めてきました。 

このたび、「第４期松前町障害福祉計画」の計画期間が平成 29 年度末で終了するこ

とにより、これまでの計画の方向性を引き継ぎ、必要とする障がい福祉サービスを利

用することができるよう、地域生活移行や就労支援等の課題も踏まえたサービス提供

体制の整備に努めます。 
 
 

２ 第４期障害福祉計画の成果目標と達成状況 

 

平成 27 年度に策定した第４期障害福祉計画では、国の指針に基づいて次の成果目標

を設定しました。その達成状況を確認します。 

本計画の策定の都合上、平成 29 年 10 月末現在の数値を使用します。 
 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 
 
 
 
 
 
 

第４期障害福祉計画の目標値 備考 

平成25年度福祉施設入所者数 26人 平成 25年度末時点の入所者数（Ａ） 

平成 29年度入所者数 25人 平成 29年度末時点の利用人数（Ｂ） 

目標値（削減見込み） 

1人 （Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ） 

3.8％ （Ｃ）/（Ａ） 

目標値（地域移行数） 

3人 地域移行者数（Ｄ） 

11.5％ （Ｄ）/（Ａ） 

 
 
 

国の基本指針における成果目標 

○平成 25 年度末時点の施設入所者数の 12％以上を地域生活へ移行する。 

○施設入所者を平成 25 年度末時点から 4％以上削減する。 



 

24 

 

平成 29年 10月末の実績値 備考 

平成25年度福祉施設入所者数 26人 平成 25年度末時点の入所者数（Ａ） 

平成 29年度入所者数 27人 平成 29年度末時点の利用人数（Ｂ） 

削減の実績値 

△1人 （Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ） 

△3.8％ （Ｃ）/（Ａ） 

実績値（地域移行数） 

0人 地域移行者数（Ｄ） 

0.0％ （Ｄ）/（Ａ） 

 
 

（２）地域生活支援拠点等の整備 

 
 
 
 
 
 
 

第４期障害福祉計画の目標値 備考 

地域生活支援拠点等 1箇所 
平成 29 年度末において本町の障がい者が利用でき

る地域生活支援拠点等数（松山圏域又は伊予郡・市） 

 

平成 29年 10月末の実績値 備考 

地域生活支援拠点等 0箇所  

 
 

（３）福祉施設から一般就労への移行等 

 
 
 
 
 

第４期障害福祉計画の目標値 備考 

平成 24年度一般就労移行者数 0人 福祉施設を退所し、一般就労した者の数 

目標値 

平成 29年度末の一般就労移行

者数 

1人 
平成 29 年度末に福祉施設を退所し、一般就労する

者の数 

 

平成 29年 10月末の実績値 備考 

実績値 

平成 29年 10月末までに一般

就労移行者数 

0人  

国の基本指針における成果目標 

○障がい者の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町村又は各

圏域に少なくとも一つ整備する。 

 

国の基本指針 

○平成 24 年度の一般就労への移行実績の 2 倍以上とする。 
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（４）就労移行支援事業の利用者数 

 
 
 
 
 
 
 

第４期障害福祉計画の目標値 備考 

平成 25年度末の就労移行支援

事業所利用者数 
4人 

平成 25 年度末において就労移行支援事業を利用す

る者の数（Ａ） 

目標値 

平成 29年度の就労移行支援事

業の利用者数 

7人 
平成 29 年度末において就労移行支援事業を利用す

る者の数（Ｂ） 

増加率 75.0％ （Ｂ）-（Ａ）/（Ａ） 

 

平成 29年 10月末の実績値 備考 

平成 25年度末の就労移行支援

事業所利用者数 
4人  

実績値 

平成 29年 10月末までに就労

移行支援事業を利用した者の

数 

６人  

増加率 50.0％  

 
 

国の基本指針における成果目標 

○平成 29 年度末における就労移行支援事業の利用者数が、平成 25 年度末に

おける利用者数の６割以上増加することを目指す。 
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３ 第 5期障がい福祉計画の成果目標値の設定 

 

障がいがある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題

に対応するため、国の基本指針に則し、目標値を設定します。 

なお目標値の設定に当たっては、アンケート調査の結果や第４期計画の進捗状況を

踏まえて障がいがある人の自立と社会参加を推進します。 
 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

施設入所者が、グループホームや自宅等に移行し、地域で生活ができることを目指

して、平成 32 年度における成果目標を設定します。 
 
 
 
 
 
 

 
 

松前町の目標設定 

項  目 目標 考え方 

平成 28年度末時点の 

入所者数（Ａ） 
28人 平成 28年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 

平成 32年度末時点の 

地域生活移行者数（Ｂ） 

3人 
施設入所から共同生活援助（グループホー

ムなど）へ移行した者の数 

10.7％ 移行割合（Ｂ/Ａ） 

【目標値】 

平成 32年度末時点の 

削減見込み（Ｃ） 

1人 施設入所者の削減見込み数 

3.5％ 削減割合（Ｃ/Ａ） 

 
 
 

国の基本指針における成果目標 

○平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9％以上が地域生活へ移行。 

○平成 32 年度末時点の施設入所者数を平成 28 年度末時点から２％以上削減。 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、高齢者が可能な限り住

み慣れた地域で個々の能力に応じて自立した日常生活を続けていけるよう、住まい、

介護、医療、予防及び日常生活の支援が包括的にできる地域包括ケアシステムの構築

に向けた取組を深化・推進しています。 

精神障がいのある人についても、入院医療中心から地域生活中心という政策理念を

基軸としながら、地域の一員として安心して自分らしく暮らしていけるよう、介護保

険の地域包括ケアシステムと連携した取組に努めます。 

 

松前町の目標設定 

項  目 目標 考え方 

保健・医療・福祉関係者による協

議の場 
設置 圏域又は伊予郡市等で検討 

 
 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

障がいがある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、体験の機会、緊

急時の対応等の必要な機能を備えた地域生活支援拠点等の整備を目指し、平成 32 年度

における成果目標を設定します。 
 

 

松前町の目標設定 

項  目 目標 考え方 

地域生活支援拠点等の

整備 
設置 

既存のサービス・体制の整備状況を把握し、効果的な

拠点の在り方を中心に検討します。 

また、圏域のニーズや既存サービスの整備状況などを

検証するため、圏域の市町、関係者、障がいのある人

で検討する場を設けることを働き掛けます。 

国の基本指針における成果目標 

○平成 32 年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域・各

市町村）の設置。 
 

国の基本指針における成果目標 

○地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。）について、

平成 32 年度までに各市町村、各圏域に少なくとも１箇所を整備する。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者の一般就労への移行を進め、地域生活を送ることができるように

なることを目指して、平成 32 年度における成果目標を設定します。 
 

 

松前町の目標設定 

項  目 目標 考え方 

【基準値】 

福祉施設から一般就労への移行者（Ａ） 
2人 

平成 28年度中において、福祉施設か

ら一般就労に移行した者の数 

【基準値】 

就労移行支援事業の利用者数（Ｂ） 
4人 

平成 28 年度末の就労移行支援事業

の利用者数 

【基準値】 

就労移行支援事業所数（Ｃ） 
0事業所 

平成 28 年度末時点の就労移行支援

事業所数 

【目標値】 

目標年度（平成 32年度）の 

一般就労移行者数（Ｄ） 

3人 
平成 32年度中に、福祉施設から一般

就労に移行した者の数（D/Ａ） 1.5倍 

【目標値】 

目標年度（平成 32年度）の 

就労移行支援事業の利用者数（Ｅ） 

７人 
平成 32 年度末における就労移行支

援事業の利用者数（Ｅ/Ｂ） 75％増 

【目標値】 

目標年度（平成 32年度）の 

就労移行率３割以上事業所数（Ｆ） 

1事業所 
平成 32 年度末における就労移行率

が３割以上の事業所数 皆増 

【目標値】 

平成 31年度から 

毎年度就労移行後の職場定着率（G） 

80％ 
各年度における就労定着支援 

１年後の職場定着率 

 
 
 

国の基本指針における成果目標 

○福祉施設から一般就労への移行について、平成 28 年度の一般就労への移

行実績の 1.5 倍。 

○就労移行支援事業の利用者数について、平成 32 年度末における福祉施設

の利用者を、平成 28 年度末から２割以上増加。 

○就労移行支援事業所のうち、平成 32 年度末における就労移行率が３割以

上の事業所を、全体の５割以上。 

○各年度における就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を 80％

とすることを基本とする（新設）。 
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４ アンケートから見たサービスの利用意向 

 

アンケートから見た各種サービスの利用意向は、以下のとおりです。パーセント表

示は、アンケート回答者全体又は一定の年齢層に占める割合であり、サービスの対象

者に限ったものではありません。今後、利用したいサービスの回答率が高く、全ての

サービスにおいてニーズがあることが分かります。 

 
 
① 障がい福祉サービス 

 

現在、利用中のサービス 今後、利用したいサービス 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

人 ％ ％ ％ 人 ％ ％ ％ 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

39 4.1  3.4  4.5  171 17.8  17.3  18.6  

重度訪問介護 8 0.8  1.0  0.8  101 10.5  13.2  9.7  

同行援護 11 1.1  0.3  1.5  103 10.7  14.2  9.3  

行動援護 9 0.9  1.7  0.7  105 10.9  13.6  9.5  

重度障害者等包括支援  12 1.2  0.3  1.7  103 10.7  13.9  9.5  

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

短期入所 
（ショートステイ） 

39 4.1  7.5  2.7  147 15.3  19.0  13.5  

療養介護 9 0.9  0.7  1.2  104 10.8  13.9  10.0  

生活介護 62 6.5  13.6  3.7  109 11.3  14.6  10.3  

自立訓練（機能訓練） 38 4.0  3.1  4.5  94 9.8  13.6  8.0  

自立訓練（生活訓練） 16 1.7  2.0  1.5  103 10.7  15.3  8.7  

就労移行支援 6 0.6  2.0  0.0  92 9.6  15.3  6.7  

就労継続支援（A型） 21 2.2  6.8  0.2  96 10.0  16.6  6.5  

就労継続支援（B型） 29 3.0  8.5  0.5  86 8.9  13.9  6.3  

就労定着支援 
（新規事業） 

0  0.0  0.0  0.0  78 8.1  13.9  5.3  

自立生活援助 
（新規事業） 

0  0.0  0.0  0.0  80 8.3  13.9  5.8  
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現在、利用中のサービス 今後、利用したいサービス 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

人 ％ ％ ％ 人 ％ ％ ％ 

住
居
系 

サ
ー
ビ
ス 

共同生活援助 
（グループホーム） 

26 2.7  3.4  2.7  109 11.3  18.6  7.8  

施設入所 57 5.9  6.1  6.5  130 13.5  16.6  12.1  

相
談
支
援 

計画相談支援 43 4.5  9.8  1.5  84 8.7  13.6  6.3  

地域移行支援 0 0.0  0.0  0.0  84 8.7  12.2  7.5  

地域定着支援 2 0.2  0.0  0.2  97 10.1  14.2  8.5  

 

訪問系サービスでは、居宅介護（ホームヘルプ）の利用意向が全体的に見ても高い

割合になっています。日中活動系サービスでは、高齢者（65 歳以上）と生産年齢人口

（18～64 歳）との間に差があります。また、就労継続支援などの就労支援関連サービ

スに加え、自立生活援助や共同生活援助の利用意向が高くなっています。 
 

 
② 地域生活支援 
 

 

現在、利用中のサービス 今後、利用したいサービス 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

 

全体に
占める
割合 

18 ～
64 歳
に占め
る割合 

65 歳
以上に
占める
割合 

人 ％ ％ ％ 人 ％ ％ ％ 

地
域
生
活
支
援
事
業 

成年後見制度利用支援 0 0.0  0.0  0.0  111 11.6  18.6  8.0  

意思疎通支援 0 0.0  0.0  0.0  92 9.6  14.6  7.7  

日常生活用具給付 32 3.3  4.1  3.2  112 11.7  15.3  10.5  

移動支援 22 2.3  4.4  1.2  112 11.7  15.6  10.1  

日中一時支援 13 1.4  2.4  0.5  105 10.9  16.3  8.7  

訪問入浴 7 0.7  0.7  0.8  112 11.7  14.6  10.6  

地域生活支援では、「成年後見制度利用支援」や「意思疎通支援」は、現在の利用者

数は０人でしたが、「今後、利用したいサービス」としては多くの人に望まれているこ

とから、潜在的なニーズがあると考えられます。 
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５ 障がい福祉サービス等に係る見込量の設定 

 

（１）障がい福祉サービスの見込量と確保の方策 

松前町においては、各サービスの利用実績や社会情勢等を勘案し、障がい福祉サー

ビス等の種類ごとの必要な量の見込みを設定して、その見込量を確保するための方策

に取り組んできました。 

第５期計画においても、直近の利用者の実績、今後の行政の取組や社会情勢などを

勘案し、平成 30 年度から平成 32 年度までの間の利用量、利用人数の見込量を設定す

るとともに、その見込量を確保するための方策に取り組んでいきます。 

① 訪問系サービス 

サービス名 内 容 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 

重度訪問介護 
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、

食事などの介助や外出時の移動の補助を行います。 

同行援護 
視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、外出に必要な情報の提

供や移動の援護などを行います。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方

に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などを行いま

す。 

重度障害者等包括支援 
常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護

などのサービスを包括的に提供します。 
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単位：人・時間・％/月 

  
区分 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

人数 30 35 85.7 32 37 86.5 32 39 82.1 

時間 884 1,302 67.9 926 1,370 67.6 925 1,442 64.1 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

人数 24 

 

25 

 

26 
 

時間 490 488.5 519.5 

重度訪問介護 

人数 3 2 2 

時間 306.5 288.5 288.5 

同行援護 

人数 3 5 4 

時間 87.5 149 117 

行動援護 

人数 0 0 0 

時間 0 0 0 

重度障害者等包括
支援 

人数 0 0 0 

時間 0 0 0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

訪問系サービスの見込量の算定については、現在の利用状況や障がい者等のニーズ、

入院中の精神障がい者等のうち地域生活への移行後に居宅介護等の利用が見込まれる

者の数及び松山圏域の状況等を勘案して算出しています。 
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▽計画期間の見込量 

 

区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

人数/月 33 34 37 

時間/月 945 965 1,159 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

人数/月 27 28 29 

時間/月 539 559 579 

重度訪問介護 
人数/月 2 2 3 

時間/月 289 289 433 

同行援護 
人数/月 4 4 5 

時間/月 117 117 147 

行動援護 
人数/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

重度障害者等包括支援 
人数/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

▽確保の方策 

町と民間事業所との連携を強化し、サービスの利用実態に応じて必要と見込まれる

人材と事業量の確保に努めます。そのため、サービス提供事業者に各種研修会の情報

を提供したり、参加を働きかけたりして、専門的人材の確保や質的向上を図ります。 
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② 日中活動系サービス 

サービス名 内 容 

短期入所 

（ショートステイ） 

居宅で介護する人が病気などの場合に、施設へ短期間入所の必要が

ある障がいのある人に対して、入浴、排せつ、食事の介護などを行

います。 

療養介護 
医療が必要で、常に介護を必要とする人に、主に昼間に病院等にお

いて機能訓練、療養上の管理、看護などを提供します。 

生活介護 
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的

活動などの機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身

体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における生

活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般の企業で働きたい 65歳未満の障がいがある人に、一定の期間、

就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 

（雇用型） 

一般の企業で働くことが困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会

の提供や知識及び能力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ｂ型 

（非雇用型） 

一般の企業で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や知識及び

能力向上のための訓練を行います。 

就労定着支援 

（平成 30年度から新設） 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障がいがある人を

対象とし、企業・自宅等への訪問等により対象者の課題状況を把握

し、必要な連絡調整や指導・助言などの支援を行います。 
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単位：人・日・％/月 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

短期入所 
（ショートステイ） 

人数 17 12 141.7 18 14 128.6 16 16 100.0 

日数 114 72 158.3 104 84 123.8 100 96 104.2 

療養介護 人数 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 

生活介護 

人数 65 70 92.9 74 73 101.4 75 76 98.7 

日数 1,328 1,470 90.3 1,459 1,533 95.2 1,506 1,672 90.1 

自立訓練 
（機能訓練） 

人数 1 1 100.0 0 2 0.0 0 3 0.0 

日数 23 20 115.0 0 40 0.0 0 60 0.0 

自立訓練 
（生活訓練） 

人数 1 1 100.0 2 2 100.0 0 2 0.0 

日数 22 20 110.0 25 40 62.5 0 40 0.0 

就労移行支援 

人数 3 7 42.9 4 8 50.0 6 9 66.7 

日数 32 140 22.9 73 160 45.6 87 180 48.3 

就労継続 A型 
（雇用型） 

人数 36 30 120.0 37 31 119.4 38 32 118.8 

日数 740 618 119.7 706 639 110.5 753 659 114.3 

就労継続 B型 
（非雇用型） 

人数 46 39 117.9 47 40 117.5 46 41 112.2 

日数 855 792 108.0 827 820 100.9 832 836 99.5 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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▽見込量の考え方 

日中活動系サービスの見込量の算定については、現在の利用状況や障がい者等のニ

ーズ及び松山圏域の状況等を勘案して算出しています。 

▽計画期間の見込量 

サービス名 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所 

（ショートステイ） 

人数/月 18 19 20 

日数/月 112 118 125 

療養介護 人数/月 1 1 1 

生活介護 

人数/月 78 81 84 

日数/月 1,565 1,626 1,686 

自立訓練 

（機能訓練） 

人数/月 1 1 1 

日数/月 20 20 20 

自立訓練 

（生活訓練） 

人数/月 1 2 2 

日数/月 20 40 40 

就労移行支援 

人数/月 7 7 7 

日数/月 101 101 101 

就労継続支援Ａ型 

（雇用型） 

人数/月 39 40 41 

日数/月 773 792 812 

就労継続支援Ｂ型 

（非雇用型） 

人数/月 48 50 52 

日数/月 868 904 940 

就労定着支援 人数/月 1 2 3 
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▽確保の方策 

松前町では、新たに開設した事業所を含め、就労継続支援Ａ型事業所が 1 箇所、就

労継続支援Ｂ型事業所が 3 箇所あります。アンケート調査でも就労系サービスのニー

ズは高く、今後も、就労支援サービスの利用者は増加するものと見込まれます。短期

入所等利用実績が前回計画で見込んだ量を上回ったサービスもあるため、今後も、愛

媛県や松山圏域を構成する近隣市町と連携・協働して、利用者のニーズに適切に対応

するよう努めます。 

また、サービス提供事業者が現在サービス利用をしている人へ必要な情報提供を行

うよう調整を行うとともに、今後の新規参入サービス提供を検討している事業者に対

してサービス利用者の動向やサービス内容などに関する情報提供を行い、参入・事業

化の促進を図ります。また、就労支援のサービス提供事業者が利用者に安定的に工賃

を払えるよう、愛媛県工賃向上計画を参考に、県と連携・協力して取り組みます。 

③ 住居系サービス 

サービス名 内 容 

自立生活援助 

（平成 30年度から新設） 

施設等を退所して一人暮らしを始めた人の居宅を訪問し、現状

の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行いま

す。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

を行います。 

施設入所支援 
主として夜間、施設に入所する障がいがある人に対し、入浴、

排せつ、食事の介護などの支援を行います。 

 
単位：人・％/月 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

共同生活援助 
（グループホーム） 

人数 14 18 77.8 14 20 70.0 16 22 72.7 

施設入所支援 人数 28 25 112.0 28 25 112.0 27 25 108.0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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▽見込量の考え方 

居住系サービスの見込量の算定については、現在の利用状況や障がい者等のニーズ

及び松山圏域の状況等を勘案して算出しています。 

▽計画期間の見込量 

サービス名 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

自立生活援助（新規） 人数/月 2 2 3 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人数/月 17 18 19 

施設入所支援 人数/月 27 27 27 

▽確保の方策 

居住系サービスは、いずれも潜在的なニーズはあるものの、整備が追いついていな

いのが現状です。そのため、関係者間の連携の強化を図るほか、地域で自立した生活

を送ることが困難な人が安心して暮らせるように事業の充実を図ります。 

また、新たに自立生活援助が創設されるため、サービスの内容及び提供事業者につ

いて、情報の把握と利用者への提供に努め、円滑な導入に努めます。 

④ 相談支援 

サービス名 内 容 

計画相談支援 

障がいがある人の課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、サービス等

利用計画の作成を行います。また、一定期間ごとに計画内容の見直しも行い

ます。 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している障がいがある人に

対し、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談な

どの支援を行います。 

地域定着支援 
居宅で、単身等の状況で生活する障がいがある人に対し、常時の連絡体制を

確保し、緊急の事態等の相談その他必要な支援を行います。 
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単位：人・％/月 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

計画相談支援 

人数 
（月平均） 

37 ー ー 43 ー ー 44 ー ー 

実人数 166 194 85.6 167 200 83.5 190 205 92.7 

地域移行支援 人数 2 1 200.0 1 1 100.0 0 1 0.0 

地域定着支援 人数 1 1 100.0 0 1 0.0 0 1 0.0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

相談支援サービスの見込量の算定については、現在の利用状況や障がい者等のニー

ズ及び松山圏域の状況等を勘案して算出しています。 

▽計画期間の見込量 

サービス名 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

計画相談支援 人数/月 45 48 51 

地域移行支援 人数/年 1 1 1 

地域定着支援 人数/年 1 1 1 

▽確保の方策 

地域での自立した日常生活及び社会生活をサポートし、障がい福祉サービスの適切

な利用ができるよう町とサービス事業所との連携を強化して、相談支援事業所等の確

保に努めます。 

また、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置に

ついて検討し、サービスの量と質の確保に努めます。さらに、適切なサービス利用計

画を作成するため、松前町地域自立支援協議会を活用するなど、総合的な支援をして

いきます。 
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（２）地域生活支援事業の見込量と確保の方策 

地域生活支援事業は、障がいのある人が地域で自立した日常生活や社会生活を営む

ことができるよう、地域の実情や利用者の状況に応じて、市町村が主体的かつ柔軟に

実施する事業です。地域生活支援事業には特に日常生活に欠かせないサービスとして

市町村の「必須事業」に位置付けられるものと、市町村の判断によって実施する「任

意事業」とがあります。 
 

【必須事業】 

①  理解促進研修・啓発事業 

共生社会の実現を図るため、地域社会の住民に対して障がいがある人に対する理解

を深めるための研修・啓発等を行います。 
 

単位：実施の有無 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

理解促進研修・
啓発事業 

実施の有無 無 有 ー 無 有 ー 無 有 ー 

※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績を勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

▽確保の方策 

広報やホームページ等により広報活動を行い、町内の障がい者団体や障がい福祉サ

ービス事業所と連携し、事業内容の充実を図ります。 
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② 自発的活動支援事業 

共生社会の実現を図るため、障がいのある人やその家族、地域住民などが地域にお

いて自発的に行う活動に対して支援を行います。 
 

単位：実施の有無 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

自発的活動支
援事業 

実施の有無 無 有 ー 無 有 ー 無 有 ー 

※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績を勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 

▽確保の方策 

地域住民等による、地域における自発的活動に対して、情報提供などの支援が行え

るよう検討します。 
 

③ 相談支援事業 

障がいのある人が地域で様々な社会資源を活用しながら、自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、相談、情報提供、サービスの調整等を障がい者等の

ニーズに合わせてコーディネートする事業です。 

 
単位：箇所・件・実施の有無・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

障害者相談支援事
業 

実施 
箇所 

6 6 100.0 6 6 100.0 5 6 83.3 

基幹相談支援 
センター 

設置の
有無 

ー ー ー ー ー ー ー 設置 ー 

住宅入居等支援事
業 

実施の
有無 

無 有 ー 無 有 ー 無 有 ー 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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項 目 内 容 

障害者相談支援事業 

指定相談支援事業所において、障がいがある人やその家族等

からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等の支援を行い

ます。 

市町村相談支援機能強化事業 

基幹相談支援センター等に専門的な職員を配置し、地域にお

ける相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収

集・情報提供、人材育成支援、地域移行に向けた取組等を行

います。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人

がいない等の理由により入居が困難な知的障がいのある人や

精神障がいのある人に対し、入居に必要な調整等を行います。 

▽見込量の考え方 

実績を勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

障害者相談支援事業 実施箇所 6 ６ 6 

基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 

市町村相談支援 

機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 

▽確保の方策 

障がいのある人及びその家族からの相談に応じ、必要とする情報の提供やサービス

の利用支援を行うため、相談支援窓口における相談支援の質を高めるとともに関係機

関のネットワークを構築するなど、相談支援体制の充実に努めます。 

また、相談支援事業の地域における中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援

センターの設置について検討し、松前町自立支援協議会の活性化が図られるよう努め

ます。 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見

人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。 

 
単位：件/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

成年後見制度
利用支援事業 

実施件数 0 3 ー 0 3 ー 0 3 ー 

※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績を勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

成年後見制度利用支援事業 実施件数/年 1 1 1 

▽確保の方策 

障がいのある人が安心して生活を送れるように制度の周知に努め、成年後見制度の

利用者に対し、必要な費用の全部又は一部の補助を行います。 
 
 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する体制を整備し、市民後見人

の活用も含めた法人後見の活動支援を行います。 
 

単位：実施の有無 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

成年後見制度法人
後見支援事業 

実施の 
有無 

無 無 ー 無 無 ー 無 無 ー 

※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

直近での実績がないため、見込みとしてはありませんが、必要に応じて実施します。 
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▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
実施の有無 無 無 無 

▽確保の方策 

高齢者を所管する健康課の事業と連携し、また、地域の実情や効果的な方法につい

て検討して、必要に応じて本事業の活用に努めます。 
 

⑥ 意思疎通（コミュニケーション）支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支

障がある障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者や、要約筆記者等

の派遣等を行う事業です。 
 

単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

手話通訳者派遣事
業 

実利用
者数 

4 

2 200.0 

5 

2 250.0 

5 

2 250.0 
要約筆記者派遣事
業 

実利用
者数 

0 0 0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績や障がい者等のニーズを勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

手話通訳者・要約筆記者派遣

事業 
実人数/年 5 5 5 

※団体申請含む 

▽確保の方策 

アンケート調査でもニーズは確実にあり、社会参加が更に促進するよう、奉仕員養

成事業の実施及び手話通訳者や要約筆記者の人材育成に協力し、質の向上を図ります。

また、利用しやすいよう事業内容等を広く周知し、利用者の増加を目指します。 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

日常生活用具を必要とする障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具

の給付を行います。 

 

種 目 内 容 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台や特殊マット等の身体介護を支援する用具や、障が

い児が訓練に用いる椅子 

自立生活支援用具 
入浴補助用具や聴覚障がいのある人用屋内信号装置等、障が

いがある人の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や盲人用体温計等の在宅療養を支援する用

具 

情報・意思疎通支援用具 
点字器や人工喉頭等の情報収集・情報伝達や意思疎通を支援

する用具 

排せつ管理支援用具 ストーマ用装具等の排せつ管理を支援する衛生品・用具 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

手すりの取付け、床段差の解消など小規模な住宅改修に伴う

費用の一部助成 

 
単位：件・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

介護訓練 
支援用具 

給付件数 3 5 60.0 5 5 100.0 3 5 60.0 

自立生活 
支援用具 

給付件数 7 10 70.0 5 10 50.0 6 10 60.0 

在宅療養等 
支援用具 

給付件数 8 7 114.3 5 7 71.4 6 7 85.7 

情報・意思疎通 
支援用具 

給付件数 1 5 20.0 7 5 140.0 0 5 0.0 

排せつ管理 
支援用具 

給付件数 462 455 101.5 502 455 110.3 654 455 143.7 

住宅改修費 給付件数 1 5 20.0 0 5 0.0 0 5 0.0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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▽見込量の考え方 

実績や障がい者等のニーズを勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 目 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護・訓練支援用具 件/年 4 4 4 

自立生活支援用具 件/年 6 6 6 

在宅療養等支援用具 件/年 6 6 6 

情報・意思疎通支援用具 件/年 3 3 3 

排せつ管理支援用具 件/年 670 700 730 

居宅生活動作補助用具 
（住宅改修費） 

件/年 1 1 1 

▽確保の方策 

日常生活用具給付等事業の実施に当たっては、給付対象用具の範囲や種目について、

利用者のニーズに合致できるように適宜見直しを行います。また、制度に関する情報

提供を行い、より多くの人がサービスを利用できるように努めるとともに、他制度と

調整を図りながら、適切に実施します。 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

聴覚・言語機能等に障がいのある人の交流活動等を支援するため、日常会話程度の

手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を行います。 
 

単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

手話奉仕員 
養成研修事業 

受講 
者数 

2 2 100.0 1 2 50.0 4 2 200.0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

近年の受講者数及び養成講座修了者数を勘案し、見込みました。 
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▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

手話奉仕員養成研修事業 受講者数/年 2 2 2 

▽確保の方策 

手話奉仕員養成研修を継続し、近隣市町と連携を取りながら、養成支援に努めます。  

 

⑨ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、社会上不可欠な外出や社会参加を

促進するために、ガイドヘルパーを派遣し、外出の際の支援を行います。 
  

単位：時間・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

移動支援事業 延べ時間 1,110 1,430 77.6 1,275 1,520 83.9 1,209 1,610 75.1 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績や障がい者等のニーズを勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

移動支援事業 

実利用者数/年 22 23 24 

延べ時間/年 1,514 1,583 1,652 

▽確保の方策 

移動支援事業の実施に当たっては、情報提供の充実やサービス提供を行う事業所の

確保に努め、利用者の多様なニーズに対応できるように、より一層サービス提供体制

の充実を図ります。 
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⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

障がいがある人の通所施設として、創作的活動や生産活動の機会を提供し、サービ

スの類型に応じて各種の訓練や意識啓発事業を行います。 

 

サービスの類型 内 容 

地域活動支援センターⅠ型 

専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化

のための調整、ボランティアの養成、障がいに対する理解促進の

ための普及啓発事業を実施します。 

地域活動支援センターⅡ型 
地域において雇用・就労が困難な在宅の人に対し、機能訓練、社

会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

地域活動支援センターⅢ型 
地域の障がいがある人のための援護対策として、地域の障がい者

団体等が実施する通所による援護事業です。 

 
単位：箇所・％ 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

Ⅰ型 実施箇所 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー 

Ⅱ型 実施箇所 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー 

Ⅲ型 実施箇所 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

該当事業者もいない状況のため、以下の見込みとなります。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域活動支援センター機能
強化事業 

実施箇所 無 無 無 

▽確保の方策 

地域活動支援センター機能強化事業については、現在該当事業者及び利用者がいな

い状況です。日中活動の場となる社会資源ですので、今後も事業を実施する予定の事

業者に対して情報提供を行っていきます。 
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【任意事業】 

① 訪問入浴サービス事業(日常生活支援) 

地域における障がいのある人の生活を支援するため、自宅に訪問して入浴サービス

を提供し、障がいのある人の身体の清潔の保持と心身機能の維持を図ります。 

 
単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

訪問入浴サービス
事業 

実人数 2 3 66.7 2 3 66.7 1 3 33.3 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

実績や障がいのある人のニーズを勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問入浴サービス事業 実人数/月 ２ ２ ２ 

▽確保の方策 

利用者は少ないながらも、継続してサービスが提供できるよう事業者と連携協力す

るとともに、サービス内容が低下しないよう質の向上を図ります。また、サービスを

必要としている障がい者等が適切にサービスを利用できるよう周知・広報に努めます。 
 

② 日中一時支援事業(日常生活支援) 

障がいのある人の日中における活動の場を確保するとともに、障がいのある人の家

族の就労支援及び障がいのある人を日常的に介護している家族の一時的休息を目的

としています。 
 

単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

日中一時支援事業 実人数 11 15 73.3 10 15 66.7 9 15 60.0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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▽見込量の考え方 

実績や障がい者等のニーズを勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

日中一時支援事業 実人数/月 11 11 11 

▽確保の方策 

障がいのある人及びその世帯の状況を把握し、適正なサービス提供に努め、事業者

が行うサービスの利用を希望する障がいのある人に対し、町と実施事業所等との連携

によって、必要なサービス量の確保を目指します。 
 

③ 社会参加促進事業（自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業） 

障がいのある人に対して、自動車改造に要する費用の一部助成や、自動車運転免許

の取得に要する費用の一部を助成するなど、社会参加の促進を図るための支援を行い

ます。 
 

単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

社会参加促進事業 
利用 
者数 

0 3 0 0 3 0 0 3 0 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 

▽見込量の考え方 

近年の利用者数、障がいのある人のニーズ、傾向を勘案し、見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

自動車運転免許取得費・ 

自動車改造費助成事業 
利用者数/年 1 1 1 

▽確保の方策 

今後も、利用者に対して、継続して事業の推進を図ることができるよう、サービス

内容に関する情報提供等を行います。 
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第４部 第１期障がい児福祉計画 

 

１ 計画の基本的な考え方 

 

障がい児支援に当たっては、これまで松前町で行ってきた障がい児支援を継続し、

障がいがある児童の最善の利益を考慮した上で、「松前町子ども・子育て支援事業計画」

とも連動しながら、ライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、

教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体

制の構築に努め、障がいのある児童の健やかな成長を支援します。 
 
 

２ アンケートから見たサービスの利用意向 

 

現在利用されているサービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相

談支援が多くなっています。今後利用したいサービスでは、放課後等デイサービス、

障害児相談支援、保育所等訪問支援という回答が多くありました。 
 
 

 

現在、利用中のサービス 今後、利用したいサービス 

 

全体に占
める割合 

18歳未
満の占め
る割合 

 

全体に占
める割合 

18歳未
満の占め
る割合 

人 ％ ％ 人 ％ ％ 

障
が
い
児
支
援 

児童発達支援 26 2.7 38.2  67 7.0 7.3  

医療型児童発達支援 1 0.1 1.8  69 7.2 14.5  

放課後等デイサービス 23 2.4 40.0  78 8.1 27.3  

居宅訪問型児童発達支援 
（新規事業） 

0 0.0 0.0 64 6.7 9.1  

保育所等訪問支援 1 0.1 0.0 67 7.0 12.7  

福祉型児童入所支援 0 0.0 0.0 65 6.8 10.9  

医療型児童入所支援 0 0.0 0.0 66 6.9 10.9  

障害児相談支援 13 1.4 20.0 69 7.2 14.5 
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３ 第１期障がい児福祉計画の成果目標値の設定 

 

障がい児支援の提供体制の整備を進めるため、平成 32 年度における成果目標を設定

します。なお、目標の設定に当たっては、国の成果目標や、第 4 期障がい福祉計画の

実績、地域の実情等を踏まえ設定します。 
 

（１）障がい児支援の提供体制の整備等（新規） 

 

松前町の目標設定 

項  目 目標 考え方 

【平成 32年度まで】 

児童発達支援センターの設置 
設置 

単独での設置が困難な場合には、圏域での設置

も検討 

【平成 32年度まで】 

保育所等訪問支援の体制構築 
設置 

単独での設置が困難な場合には、圏域での設置

も検討 

【平成 32年度まで】 

児童発達支援事業所 

（重症心身障がい児） 

設置 
単独での設置が困難な場合には、圏域での設置

も検討 

【平成 32年度までに】 

放課後等デイサービス事業所 

（重症心身障がい児） 

設置 
単独での設置が困難な場合には、圏域での設置

も検討 

【平成 30年度まで】 

医療的ケア児支援の協議の場 
設置 

保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

を、圏域での設置も含め検討 

 

国の基本指針における成果目標 

○児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所設置。 

○保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築する。 

○主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサー

ビスを各市町村に少なくとも１箇所確保。 

○平成 30 年度までに医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、各圏域、

各市町村）の設置。 
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４ 障がい児通所給付サービスの見込量と確保の方策 

 

（１）障がい児支援 

▽サービス内容 

サービス名 内 容 

児童発達支援 

療育の観点から個別療育及び集団療育を行う必要がある児童を

対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、

集団生活への適応訓練を行います。 

放課後等デイサービス 
就学中の障がい児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等へ訪問し、障がいがある児童以外の児童との集団生活へ

の適応のための専門的な支援を行います。 

医療型児童発達支援 
上・下肢又は体幹の障がいがある未就学の児童に、児童発達支援

の事業内容及び治療を行います。 

障害児相談支援 
障害児通所支援を利用する児童に「障害児支援利用計画」を作成

し、ケアマネジメントを通じて支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

（平成 30年度から新設） 

重症心身障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 
単位：人・％/年 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 実績 計画値 達成率 

児童発達支援 

人数 30 27 111.1 35 28 125.0 40 29 137.9 

日数 237 229 103.5 286 238 120.2 321 246 130.5 

放課後等 
デイサービス 

人数 26 24 108.3 30 26 111.5 41 28 146.4 

日数 269 168 160.1 319 208 153.4 430 280 153.6 

保育所等 
訪問支援 

人数 ー ー ー 0 5 0.0 0 10 0.0 

医療型 
児童発達支援 

人数 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー 

障害児 
相談支援 

実人数 64 60 106.7 77 70 110.0 86 85 101.2 

人数 
（ひと月） 

12 ー ー 12 ー ー 26 ー ー 

資料：（平成 29年度は、見込値）※達成率（実績／計画値） 
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▽見込量の考え方 

児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援については、利用実績や障

がい児・保護者のニーズ等を勘案して見込みました。 

▽計画期間の見込量 

種 類 区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

児童発達支援 

人数/月 45 50 55 

日数/月 361 402 442 

放課後等デイサービス 

人数/月 48 55 62 

日数/月 503 576 650 

保育所等訪問支援 人数/月 0 0 0 

医療型児童発達支援 人数/月 0 0 0 

障害児相談支援 人数/月 30 34 38 

居宅訪問型児童発達支援 人数/月 1 1 1 

 

▽確保の方策 

障がいのある児童及び保護者のニーズを把握し、適正なサービス提供に努め、事業

者が行うサービスの利用を希望する障がいがある児童に対し、町と実施事業所等との

連携によって、必要なサービス量の確保を目指します。また、居宅訪問型児童発達支

援など、重症心身障がい児が地域で支援を受けられるよう、松山圏域も含めて体制づ

くりを検討していきます。 
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第５部 計画の推進体制 

 

１ 庁内推進体制 

 

この計画を推進するに当たっては、障がいのある人の就労支援や地域生活への移行

支援などの福祉分野だけでなく、保健医療をはじめ、人権、産業・雇用、教育、住宅

など多様な分野との連携が必要となります。そのため、各関係各課との連携・調整を

図りながら計画を推進します。 
 

２ 地域との連携 

 

障がいのある人に対する各種の福祉政策を推進していくためには、地域住民をはじ

め、福祉サービス提供事業者、ボランティア団体、ＮＰＯ（特定非営利法人）、民間企

業、関係機関等との広範な連携協働が不可欠となります。そのため、松前町松前町地

域自立支援協議会を中心とする地域の各福祉活動グループ機関等との連携・協働体制

づくりを推進します。 
 

３ 計画の進行管理 

 

本計画及び関連する個別計画の担当課を中心に、関係部局等との連携を図りながら、

本計画を推進します。 

また、計画の確実な運営と円滑な推進を図るために、松前町地域自立支援協議会に

おいて、本計画の実施状況を点検・評価します。 
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PDCAサイクルのプロセスのイメージ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めると

きは、障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい

児福祉計画の見直し等を実施します。 

  

■計画の内容を踏まえ、事業

を実施します。 

 ■成果目標及び活動指標については、少なくとも年１回は実績を把握

し、障がい者施策・障がい児施策や関連施策の動向も踏まえながら、

障がい福祉計画・障がい児福祉計画の中間評価として分析・評価を行

います。 

 

・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成す

べき目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

■「基本指針」に則して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障

がい福祉サービス・障害児通所支援等のサービス見込量の設定やその

他確保方策等を定めます。 

 評価（Check） 

 実行（Do）  改善（Action） 

 計画（Plan） 
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資料 

 

１ アンケート調査結果 

 

調査の方法 

○ 調査対象：平成 29 年５月１日現在、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉

手帳をお持ちの方又は児童発達支援等受給者証をお持ちの児童の保護者 

○ 調査期間：平成 29 年７月 18 日～平成 29 年８月２日 

○ 調査方法：郵送配布・郵送回収 

○ 配布・回収状況： 

配布数 回収数 回収率 

1,431 票 961 票 67.2％ 

 

この報告書の留意点 

この報告書の分析結果を読む際の留意点は、以下のとおりです。 

○ 「調査結果」の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。  

○ 「ｎ」は、「Number of case」の略で、構成比算出の母数を示しています。 

○ 百分率による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100%とし

て算出し、本文及び図表の数字に関しては、全て小数第 2 位以下を四捨五入し、小

数第 1 位までを表記します。このため、全ての割合の合計が 100%にならないこと

があります。 

また、複数回答（２つ以上選ぶ問）の設問では、全ての割合の合計が 100%を超え

ることがあります。 

○ 図表中の「0.0」は、四捨五入の結果又は回答者が皆無であることを表します。 

○ 質問文を一部省略しています。 

○ グラフ及び文章中、選択肢を一部省略しています。 
 

アンケート票 

問
とい

１ お答
こた

えいただくのは、どなたですか。（○は１つだけ） 

１．本人
ほんにん

（この調査票
ちょうさひょう

が郵送
ゆうそう

された宛名
あてな

の方
かた

）   ２．本人
ほんにん

の家族
かぞく

 

３．家族
かぞく

以外
いがい

の介助者
かいじょしゃ

 

※これ以降
いこう

、この調査票
ちょうさひょう

が郵送
ゆうそう

された宛名
あてな

の方
かた

を「あなた」とお呼
よ

びしますので、ご本人
ほんにん

（この

調査票
ちょうさひょう

の対象者
たいしょうしゃ

： 障
しょう

がいのある方
かた

）の 状 況
じょうきょう

などについて、お答
こた

えください。 
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あなた（宛名
あ て な

の方
かた

）の性別
せいべつ

・年齢
ねんれい

・ご家族
か ぞ く

などについて 

問
とい

２ あなたの年齢
ねんれい

をお答
こた

えください。（平成
へいせい

29年
ねん

５月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

満
まん

 
 
 歳

さい

 

 

問
とい

３ あなたの性別
せいべつ

をお答
こた

えください。（○は１つだけ） 

１．男性
だんせい

 ２．女性
じょせい

 

 

問
とい

４ あなたがお住
す

まいの地域
ち い き

はどこですか。（○は１つだけ） 

１．松前
まさき

 ２．北伊予
き た い よ

 ３．岡田
おかだ

 ４．松前町
まさきちょう

以外
いがい

 

 

問
とい

５ 現在
げんざい

、あなたが一緒
いっしょ

に暮
く

らしている人
ひと

は、どなたですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄 弟
きょうだい

 

３．子
こ

ども 

５．グループホーム・福祉
ふくし

施設
しせつ

などに 

入 所
にゅうしょ

している 

２．配偶者
はいぐうしゃ

（ 夫
おっと

または妻
つま

） 

４．一人
ひとり

で暮
く

らしている 

６．その他
た

（             ） 

 
 

あなたの障
しょう

がいなどの状況
じょうきょう

について 

問
とい

６ あなたは身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

をお持
も

ちですか。持
も

っている場合
ば あ い

は手帳
てちょう

に記載
き さ い

された級数
きゅうすう

をお

答
こた

えください。（○は１つだけ） 

１．１級
きゅう

 

５．５級
きゅう

 

２．２級
きゅう

 

６．６級
きゅう

 

３．３級
きゅう

 

７．持
も

っていない 

４．４級
きゅう

 

 

 

問
とい

７ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

をお持
も

ちの場合
ば あ い

、主
おも

な障
しょう

がいをお答
こた

えください。（○は１つだけ） 

１．視覚
しかく

障
しょう

がい 

３．音声
おんせい

・言語
げんご

・そしゃく機能
きのう

障
しょう

がい 

５．内部
ないぶ

障
しょう

がい（１．～４．以外
いがい

） 

２．聴 覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
きのう

障
しょう

がい 

４．肢体
したい

不自由
ふ じ ゆ う

 

 

 

問
とい

８ あなたは療育
りょういく

手帳
てちょう

をお持
も

ちですか。（○は１つだけ） 

１．A ２．B ３．持
も

っていない 
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問
とい

９ あなたは精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

をお持
も

ちですか。また自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

（精神
せいしん

通院
つういん

）の

助成
じょせい

を受
う

けていますか。それぞれにお答
こた

えください。（○は１つだけ） 

①精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

 １．１級
きゅう

 ２．２級
きゅう

 ３．３級
きゅう

 ４．持
も

っていない 

②自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

（精神
せいしん

通院
つういん

） 

の助成
じょせい

 
１．受

う

けている ２．受
う

けていない 

 

問
とい

10 あなたは難病
なんびょう

（特定
とくてい

疾患
しっかん

）の認定
にんてい

を受
う

けていますか。（○は１つだけ） 

※難 病
なんびょう

（特定
とくてい

疾患
しっかん

）とは、「特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

」や「小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

」

が交付
こうふ

される疾
しっ

病
ぺい

をいいます。 

１．受
う

けている ２．受
う

けていない 

 

問
とい

11 あなたは専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

や医療
いりょう

機関
き か ん

で発達
はったつ

障
しょう

がいと指摘
し て き

や診断
しんだん

をされたことがありますか。

（○は１つだけ） 

※発達
はったつ

障
しょう

がいとは、自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

、学 習
がくしゅう

障
しょう

がい、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障
しょう

がいな

どをいいます。 

１．ある ２．ない 

 

問
とい

12 あなたは医療
いりょう

機関
き か ん

で高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障
しょう

がいと診断
しんだん

されたことがありますか。（○は１つだけ） 

※高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障
しょう

がいとは、一般
いっぱん

に、脳
のう

に損 傷
そんしょう

を受
う

け 生
しょう

じる記憶
きおく

障
しょう

がい、注意
ちゅうい

障
しょう

がい、社会的
しゃかいてき

行動
こうどう

障
しょう

がいなどで、「会話
かいわ

がうまくかみ合
あ

わない」等
とう

の 症 状
しょうじょう

があります。 

１．ある ２．ない 

 

問
とい

13 以下
い か

のうち、あなたが現在
げんざい

受
う

けている医療的
いりょうてき

ケアをお答
こた

えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．受
う

けていない 

３．ストーマ（人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

） 

５． 吸 入
きゅうにゅう

 

７．胃
い

ろう・ 腸
ちょう

ろう 

９．カテーテル留置
りゅうち

 

11．中 心
ちゅうしん

静 脈
じょうみゃく

栄養
えいよう

（ＩＶＨ
あいぶいえいち

） 

13．酸素
さんそ

療 法
りょうほう

 

２．服薬
ふくやく

管理
かんり

 

４．透析
とうせき

 

６．吸 引
きゅういん

 

８．鼻腔
びくう

経管
けいかん

栄養
えいよう

 

10．気管
きかん

切開
せっかい

 

12．人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

（レスピレーター） 

14．その他
た

（         ） 
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問
とい

14 次
つぎ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の動作
ど う さ

で介助
かいじょ

が必要
ひつよう

なものをお答
こた

えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．食事
しょくじ

・トイレ・入 浴
にゅうよく

などの生活
せいかつ

動作
どうさ

 ２．外 出
がいしゅつ

 

３．お金
かね

の管理
かんり

 ４． 薬
くすり

の管理
かんり

 

５．その他
た

（           ） ６．必要
ひつよう

ない  

⇒「６．」と回答
かいとう

された方
かた

は問
とい

16 へ 

 
 

【問
とい

14 で「1．」～「５．」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

15 あなたを介助
かいじょ

してくれる方
かた

は主
おも

にどなたですか。（○は１つだけ） 

１．父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄 弟
きょうだい

 

２．配偶者
はいぐうしゃ

（ 夫
おっと

または妻
つま

） 

３．子
こ

ども 

４．ホームヘルパーや施設
しせつ

の職 員
しょくいん

 

５．その他
た

の人
ひと

（ボランティア等
とう

）    問
とい

16 へ 

 
 
 
 
 
 
 

【問
とい

15 で「１．」～「３．」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

15-① あなたを介助
かいじょ

してくれる家族
か ぞ く

で、特
と く

に中心
ちゅうしん

となっている方
かた

の年齢
ねんれい

（平成
へいせい

29年
ねん

５

月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の年齢
ねんれい

を記入
きにゅう

）、性別
せいべつ

（○は１つだけ）をお答
こた

えください。 

満
まん

 歳
さい

  性別
せいべつ

 １．男性
だんせい

 ２．女性
じょせい

 

 

問
とい

15-② 介助
かいじょ

をしている方
かた

が、困
こま

っていることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．買
かい

物
もの

など、外 出
がいしゅつ

ができない 

３．精神的
せいしんてき

、体力的
たいりょくてき

に疲
つか

れる 

５．経済的
けいざいてき

に負担
ふたん

がかかる 

７．相談
そうだん

にのってくれる人
ひと

がいない 

２．仕事
しごと

を続
つづ

けられない 

４．自分
じぶん

の時間
じかん

が持
も

てない 

６．自分
じぶん

の病気
びょうき

などに、助
たす

けがない 

８．その他
た

（           ） 

 

 

問
とい

15-①へ 
 

【「１．」～「３．」と回答
かいとう

された方
かた

】 
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【ここからすべての方
かた

にお聞
き

きします。】 

住
す

まいや暮
く

らしについて 

 

問
とい

16 あなたのお住
す

まいは次
つぎ

のうちどれになりますか。（○は１つだけ） 

※ 入 院 中
にゅういんちゅう

や寄宿舎
きしゅくしゃ

等
とう

に入
はい

っている方
かた

は、帰宅先
きたくさき

について、お答
こた

えください。 

１．自分
じぶん

や家族
かぞく

の持
も

ち家
いえ

 

（分 譲
ぶんじょう

マンションを含
ふく

む） 

３．社宅
しゃたく

・職 員 寮
しょくいんりょう

等
とう

 

５．貸間
かしま

（下宿
げしゅく

） 

７．その他
た

（          ） 

２．民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

 

（賃貸
ちんたい

アパート、マンション） 

４．公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

（県営
けんえい

住 宅
じゅうたく

、町 営
ちょうえい

住 宅
じゅうたく

） 

６．グループホーム・福祉
ふくし

施設
しせつ

 

 

問
とい

17 あなたが地域
ち い き

で生活
せいかつ

するためには、どのような支援
し え ん

があればよいと思
おも

いますか。    

（あてはまるものすべてに○） 

１． 障
しょう

がい者
しゃ

に適
てき

した住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

 

３．相談
そうだん

対応
たいおう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

５．必要
ひつよう

なサービスが適切
てきせつ

に利用
りよう

できること 

７．在宅
ざいたく

で医療的
いりょうてき

ケアを適切
てきせつ

に受
う

けられること 

９．わからない 

２．経済的
けいざいてき

な負担
ふたん

の軽減
けいげん

 

４．地域
ちいき

住 民
じゅうみん

等
とう

の理解
りかい

 

６．生活
せいかつ

訓練
くんれん

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

８．その他
た

 

（              ） 
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日中
にっちゅう

活動
かつどう

や仕事
し ご と

について 

 

問
とい

18 あなたは、日
にっ

中
ちゅう

の生活
せいかつ

をどのように過
す

ごされていますか。（あてはまるものすべてに○） 

※代筆
だいひつ

の場合
ばあい

は、 障
しょう

がいのある方
かた

ご本
ほん

人
にん

の意見
いけん

を記入
きにゅう

してください。 

１．常 勤
じょうきん

で仕事
しごと

をしている（自営業
じえいぎょう

を含
ふく

む） 

２．パートタイムやアルバイト（内 職
ないしょく

を含
ふく

む）の仕事
しごと

をしている 

３．仲間
なかま

と一緒
いっしょ

に施設
しせつ

などで仕事
しごと

をしている  

４．介護
かいご

や訓練
くんれん

を受
う

ける施
し

設
せつ

などに通
かよ

っている 

５．介護
かいご

保険
ほけん

の通所
つうしょ

サービスに通
かよ

っている 

６．学校
がっこう

に通
かよ

っている 

７．病 院
びょういん

等
とう

のデイケアに通
かよ

っている 

８．同
おな

じ 障
しょう

がいのある人
ひと

たち同士
どうし

の活動
かつどう

・集
あつ

まりに通
かよ

っている 

９．家事
か じ

・育児
いくじ

・介護
かいご

 

10．家
か

庭内
ていない

で過
す

ごしている 

11．その他
た

（                           ）  

※複数
ふくすう

回答
かいとう

された場合
ばあい

は、それぞれあてはまる質問
しつもん

に回答
かいとう

してください。 
 

【問
とい

18 で、「１.」、「2.」のいずれかに回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

18-① あなたは現在
げんざい

の仕事
し ご と

をどのようにして見
み

つけられましたか。       

（あてはまるものすべてに○） 

１．ハローワーク ２．学校
がっこう

の紹 介
しょうかい

 

３．直 接
ちょくせつ

自分
じぶん

で探
さが

した  ４．知人
ちじん

・縁故
えんこ

関係
かんけい

 

５． 職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

の紹 介
しょうかい

  ６． 障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

 

センター 

７．サービスを受
う

けているところ ８．相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

 

９． 障
しょう

がい発生
はっせい

以前
いぜん

より 働
はたら

いて 

いた 

10．その他
た

（         ） 

※回答
かいとう

の後
あと

は、問
とい

19 へ進
すす

んでください。 

 
 
 

問
とい

18-②へ 
 

問
とい

19 へ 

 

問
とい

18-①へ 

問
とい

19 へ 
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【問
とい

18 で、「７.」～「10.」のいずれかに回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

18-② 仕事
し ご と

をしていない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．年齢
ねんれい

のため（学生
がくせい

・高齢
こうれい

） ２． 障
しょう

がいなどで、できる仕事
しごと

がない 

３． 求 職 中
きゅうしょくちゅう

または 職 業
しょくぎょう

 

訓練中
くんれんちゅう

である 

４． 働
はたら

きたいが、どこに相談
そうだん

すれば 

よいかがわからない 

５．希望
きぼう

にあった仕事
しごと

がない ６．仕事
しごと

をする必要
ひつよう

がない 

７． 働
はたら

く意
い

欲
よく

がもてない ８． 障
しょう

がいに対
たい

する理解
りかい

に不安
ふあん

がある 

９．入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

しているため 10．現 状
げんじょう

に満足
まんぞく

している 

11．その他
た

（            ） 

 

【ここからすべての方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

19 あなたは今後
こ ん ご

、どのような就労
しゅうろう

形態
けいたい

で働
はたら

きたいですか。（○は１つだけ） 

１．一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

 ２．就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（A型
がた

） 

３．就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（B型
がた

） ４．わからない 

５．特
とく

に希望
きぼう

はない ６．その他
た

（           ） 

 

問
とい

20 あなたは、障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

として、今後
こ ん ご

どのようなことが重要
じゅうよう

だと思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
かくほ

 ２．職場
しょくば

でのバリアフリー等
とう

の配慮
はいりょ

 

３．職場
しょくば

の 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
りかい

 ４．技術
ぎじゅつ

や知識
ちしき

の 習
しゅう

得
とく

など、就 労
しゅうろう

支援
しえん

機関
きかん

での支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

５．学校
がっこう

での訓練
くんれん

や進路
しんろ

指導
しどう

の充 実
じゅうじつ

 ６．就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

と支援
しえん

機関
きかん

の連携
れんけい

 

７．仕事
しごと

についての職場外
しょくばがい

での相談
そうだん

対応
たいおう

、

支援
しえん

 

８．その他
た

（           ） 

９．わからない  

 

問
とい

21 あなたは、１週間
しゅうかん

にどの程度
て い ど

外出
がいしゅつ

しますか。（○は１つだけ） 

１．ほぼ毎日
まいにち

外 出
がいしゅつ

する ２．１週 間
しゅうかん

に数回
すうかい

外 出
がいしゅつ

する 

３．めったに外 出
がいしゅつ

しない ４．まったく外 出
がいしゅつ

しない 
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問
とい

22 外出
がいしゅつ

するときの主
おも

な移動
い ど う

手段
しゅだん

は何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに〇） 

１．一人
ひとり

で 車
くるま

、自転車
じてんしゃ

、徒歩
と ほ

などで移動
いどう

している 

２．一人
ひとり

で公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

（列車
れっしゃ

、バス等
とう

）を利用
りよう

している 

３．家族
かぞく

、知人
ちじん

等
とう

と一緒
いっしょ

に移動
いどう

している 

４． 障
しょう

がい福祉
ふくし

や介護
かいご

保険
ほけん

などのサービスを利用
りよう

して、介護者
かいごしゃ

と一緒
いっしょ

に移動
いどう

している 

５．外 出
がいしゅつ

することがない 

６．その他
た

（                      ） 

 

問
とい

23 外出
がいしゅつ

するときに困
こま

ることは何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

が少
すく

ない（ない） ２．道路
どうろ

や建物
たてもの

、列車
れっしゃ

やバスに階段
かいだん

や段差
だんさ

が多
おお

い 

３．切符
きっぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
のりか

えの方法
ほうほう

がわかり 

にくい 

４．介助者
かいじょしゃ

が確保
かくほ

できない 

５．外 出
がいしゅつ

にお金
かね

がかかる ６．周囲
しゅうい

の目
め

が気
き

になる 

７．発作
ほっさ

など突然
とつぜん

の身体
しんたい

の変化
へんか

が心配
しんぱい

 ８．困
こま

ったときにどうすればいいのか心配
しんぱい

 

９．その他
た

（            ） 10．特
とく

にない 

 
 

災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

等
とう

について 

 

問
とい

24 あなたは、避難
ひ な ん

行動
こ うど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

名簿
め い ぼ

に登
と う

録
ろ く

していますか。（○は１つだけ） 

※避難
ひなん

行動
こうどう

要
よう

支援
しえん

者
しゃ

名簿
めいぼ

とは、民生
みんせい

委員
いいん

や自主
じしゅ

防災会
ぼうさいかい

の方々
かたがた

が日頃
ひごろ

から災害
さいがい

時
じ

に避難
ひなん

支援
しえん

が

必要
ひつよう

な方
かた

を見守
みまも

るために、その方
かた

の情 報
じょうほう

を 共
きょう

有
ゆう

する名簿
めいぼ

です。 

１．登録
とうろく

している 

２．名簿
めいぼ

は知
し

っているが、登録
とうろく

はしていない  

→登録
とうろく

していないのはなぜですか。 

（理由
りゆう

：                          ） 

３．名簿
めいぼ

の存在
そんざい

を知
し

らない 
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問
とい

25 地震
じ し ん

等
と う

の災害
さいがい

時
じ

に困
こま

ることは何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．一人
ひとり

で安全
あんぜん

なところまで、避難
ひなん

することができない 

２．被害
ひがい

状 況
じょうきょう

などの情 報
じょうほう

がすぐにわからない 

３．避難
ひなん

場所
ばしょ

の設備
せつび

（トイレ等
とう

）や生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふあん

 

４． 薬
くすり

をもらうことや治療
ちりょう

を受
う

けることができない 

５．補
ほ

装具
そうぐ

の使用
しよう

が困難
こんなん

になる 

６．助
たす

けてくれる人
ひと

がいない 

７．その他
た

（                            ） 

８．特
とく

にない 

 
 

悩
なや

みや相談
そうだん

について 

 

問
とい

26 あなたは、今
いま

、悩
なや

んでいることや、わからないで困
こま

っていることはありますか。    

（あてはまるものすべてに○） 

１．自分
じぶん

の 障
しょう

がいや病気
びょうき

に関
かん

すること 

３．家族
かぞく

からの自立
じりつ

（独立
どくりつ

） 

５．進学
しんがく

や訓練
くんれん

、 就 職
しゅうしょく

など進路
しんろ

のこと 

７．趣味
しゅみ

やスポーツなど余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

 

９．家族
かぞく

がいなくなったときの生活
せいかつ

 

11．その他
た

（            ） 

２．福祉制度
ふくしせいど

の内
ない

容
よう

・利用方法
りようほうほう

 

４．生活費
せいかつひ

などのやりくり（金銭管理
きんせんかんり

） 

６．職場
しょくば

や仕事
しごと

のこと 

８．災害
さいがい

など緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

 

10．成年後見制度
せいねんこうけんせいど

に関
かん

すること 

12．特
とく

にない 

 

問
とい

27 相談
そうだん

支援体制
しえんたいせい

について、どのようなことの充実
じゅうじつ

を望
のぞ

みますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．福祉
ふくし

の専門職
せんもんしょく

を配置
はいち

した相談窓口
そうだんまどぐち

の充 実
じゅうじつ

 

２．同
おな

じ 障
しょう

がいを持
も

つ相談員
そうだんいん

によるカウンセリング 

３．身近
みぢか

な場所
ばしょ

に開設
かいせつ

される福祉
ふくし

なんでも相談
そうだん

 

４．休 日
きゅうじつ

や夜間
やかん

の電話相談
でんわそうだん

 

５．家族
かぞく

の悩
なや

みを受
う

け止
と

める家族相談員
かぞくそうだんいん

 

６．子
こ

どもの療 育
りょういく

・発達
はったつ

支援
しえん

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

 

７． 就 職
しゅうしょく

や就職後
しゅうしょくご

の支援
しえん

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

 

８．その他
た

（            ） 

９．特
とく

にない 
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権利
け ん り

擁護
よ う ご

について 

 

問
とい

28 あなたは、障
しょう

がいがあることで差別
さ べ つ

を感
かん

じたり、嫌
いや

な思
おも

いをする（した）ことがありますか。

（○は１つだけ） 

１．ある ２．少
すこ

しある ３．ない  ⇒問
とい

29 へ 

 
 

【問
とい

28 で、「１．ある」または「２．少
すこ

しある」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

28-① どのような場所
ば し ょ

で差別
さ べ つ

を感
かん

じたり嫌
いや

な思
おも

いをしましたか。        

（あてはまるものすべてに○） 

１．学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

 

３．外出先
がいしゅつさき

 

５．医療
いりょう

機関
きかん

 

７．住
す

んでいる地域
ちいき

 

２．仕事
しごと

を探
さが

すとき 

４．余暇
よ か

を楽
たの

しむとき 

６．行 政
ぎょうせい

機関
きかん

 

８．その他
た

（           ） 

 

【ここからすべての方
かた

にお聞
き

きします。】 

問
とい

29 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

についてご存
ぞん

じですか。（○は１つだけ） 

※成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

とは、知的
ちてき

障
しょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいなどにより判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

でない人
ひと

が

経済的
けいざいてき

な不
ふ

利益
りえき

や生活上
せいかつじょう

の不自由
ふ じ ゆ う

さを解 消
かいしょう

するため、後見人
こうけんにん

などが支援
しえん

する制度
せいど

です。 

１．名前
なまえ

も内容
ないよう

も知
し

っている 

３．名前
なまえ

も内容
ないよう

も知
し

らない 

２．名前
なまえ

は聞
き

いたことがあるが、内容
ないよう

は知
し

らない 

 
 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

について 

 

問
とい

30 あなたは障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の認定
にんてい

を受
う

けていますか。受
う

けている場合
ば あ い

、区分
く ぶ ん

は何
なん

ですか。 

（○は１つだけ） 

１．区分
くぶん

１ 

５．区分
くぶん

５ 

２．区分
くぶん

２ 

６．区分
くぶん

６ 

３．区分
くぶん

３ 

７．受
う

けていない 

４．区分
くぶん

４ 
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問
とい

31 あなたは次
つぎ

のサービスを利用
り よ う

していますか。また、今後
こ ん ご

利用
り よ う

したいと考
かんが

えますか。 

（1～34のあてはまる数字
す う じ

すべてに○）※次
つぎ

のページにも続
つづ

いています。 

※サービスの内容
ないよう

については別紙
べ っ し

「各
か く

サービスの概要
がいよう

」を参照
さんしょう

してください。 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

 

【共】：障
しょう

がい者
しゃ

と障
しょう

がい児
じ

ともに対象
たいしょう

 

【児】：障
しょう

がい児
じ

が対象
たいしょう

 

現在
げんざい

 利用中
りようちゅう

 
今後
こ ん ご

 利用
り よ う

したい 

※今
いま

は利用
りよう

していない 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 【共】 １ １ 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

  ２ ２ 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 【共】 ３ ３ 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 【共】 ４ ４ 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

  【共】 ５ ５ 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 【共】 ６ ６ 

療養
りょうよう

介護
か い ご

  ７ ７ 

生活
せいかつ

介護
か い ご

  ８ ８ 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

）  ９ ９ 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）  10 10 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

  11 11 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ
えー

型
がた

）  12 12 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ
びー

型
がた

）  13 13 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

    〔新規
し ん き

事業
じぎょう

〕   14 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

     〔新規
し ん き

事業
じぎょう

〕   15 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）  16 16 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

  17 17 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 【児】 18 18 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 【児】 19 19 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 【児】 20 20 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

〔新規
し ん き

事業
じぎょう

〕 【児】  21 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 【児】 22 22 

福祉型
ふくしがた

児童
じ ど う

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 【児】 23 23 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 【児】 24 24 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

  25 25 
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障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

 

【共】：障
しょう

がい者
しゃ

と障
しょう

がい児
じ

ともに対象
たいしょう

 

【児】：障
しょう

がい児
じ

が対象
たいしょう

 

現在
げんざい

 利用中
りようちゅう

 
今後
こ ん ご

 利用
り よ う

したい 

※今
いま

は利用
りよう

していない 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 【児】 26 26 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

  27 27 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

  28 28 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

  29 29 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

  30 30 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

  31 31 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）移動
い ど う

支援
し え ん

  32 32 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

  33 33 

（町
ちょう

事業
じぎょう

）訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

  34 34 

 

問
とい

32 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

して不
ふ

満
まん

に思
おも

うことがありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．サービス内容
ないよう

が 障
しょう

がい特性
とくせい

にあっていない 

２．身近
みぢか

なところでサービスを利用
りよう

できない 

３．利用
りよう

したい日
ひ

・時間
じかん

に利用
りよう

できない 

４． 急
きゅう

な変更
へんこう

に応
おう

じてもらえない 

５．事業所
じぎょうしょ

などの担当者
たんとうしゃ

の対応
たいおう

が良
よ

くない  

６．サービス内容
ないよう

に関
かん

する情 報
じょうほう

が少
すく

ない 

７．相談
そうだん

や手続
てつづ

きに時間
じかん

がかかり面倒
めんどう

くさい 

８．障 害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

の認定
にんてい

に疑問
ぎもん

がある 

９．高齢者
こうれいしゃ

は介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

が優先
ゆうせん

されるため、利用
りよう

が制限
せいげん

される 

10．その他
た

（                              ） 

11．特
とく

にない、利用
りよう

している制度
せいど

・サービスはない 

 

問
とい

33 介護保険
か い ご ほ け ん

の要介護
よ う か い ご

認
にん

定
てい

を受
う

け、介護
か い ご

サービスを利用
り よ う

していますか。（○は１つだけ） 

１．利用
りよう

している ２．利用
りよう

していない 
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障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

について 

 

問
とい

34 障
しょう

がい者
しゃ

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
お く

るために、行政
ぎょうせい

はどのようなことを充実
じゅうじつ

させるべきだとお

考
かんが

えですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．医療
いりょう

・リハビリテーション体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

する 

２．ホームヘルプサービスなど在宅
ざいたく

サービスを充 実
じゅうじつ

する 

３．グループホームなど生活
せいかつ

の場
ば

を確保
かくほ

する 

４．日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

、居場所
い ば し ょ

となる施設
しせつ

・サービスを充 実
じゅうじつ

する 

５．経済的
けいざいてき

支援
しえん

を充 実
じゅうじつ

する 

６． 障
しょう

がいのある子
こ

ども一人
ひとり

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、適切
てきせつ

な指導
しどう

・教 育
きょういく

を進
すす

める 

７．一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで 働
はたら

くことが 難
むずか

しい 障
しょう

がい者
しゃ

の 働
はたら

く場
ば

、活動
かつどう

の場
ば

を充 実
じゅうじつ

する 

８． 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
りかい

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

活動
かつどう

や福祉
ふくし

教 育
きょういく

、交 流
こうりゅう

を充 実
じゅうじつ

する 

９． 障
しょう

がい者
しゃ

が外 出
がいしゅつ

しやすいまちづくりを進
すす

める 

10．その他
た

（                              ） 

11．わからない 

※18歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

は、問
とい

40 の自由
じゆう

記入欄
きにゅうらん

に進
すす

んでください。 
 
 

障
しょう

がい児
じ

への支援
し え ん

について 

 
※18歳

さい

未満
みまん

の方
かた

は、以下
い か

の問
と

いにも答
こた

えてください。 
 

問
とい

35 学校
がっこう

のことで困
こま

っていることがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．移動
いどう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

が 難
むずか

しい 

２．介助者
かいじょしゃ

が得
え

にくい 

３．コミュニケーションがとりにくい 

４．建物
たてもの

や設備
せつび

が 障
しょう

がいに配慮
はいりょ

されていない 

５． 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

や特性
とくせい

に応
おう

じた教 育
きょういく

・指
し

導
どう

・相談
そうだん

などをしてもらえない 

６．先生
せんせい

の 障
しょう

がいに関
かん

する知識
ちしき

や経験
けいけん

、理
り

解
かい

が 十
じゅう

分
ぶん

でない 

７．医療的
いりょうてき

ケアが十 分
じゅうぶん

に受
う

けられない 

８．その他
た

（                ） 

９．特
とく

に困
こま

っていることはない 
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問
とい

36 放課後
ほ う か ご

や休
やす

みの日
ひ

などは、どのように過
す

ごしていますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．友
とも

だちと外
そと

で遊
あそ

んだりスポーツをする 

３． 塾
じゅく

や習
なら

い事
ごと

に行
い

く 

５．家
いえ

や福祉
ふくし

施設
しせつ

の中
なか

で過
す

ごす 

７．放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブで過
す

ごす 

２．部活
ぶかつ

やサークル活動
かつどう

に参加
さんか

する 

４．公民館
こうみんかん

や図書館
としょかん

などで過
す

ごす 

６．放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスで過
す

ごす 

８．その他
た

 

（                ） 

 

問
とい

37 中学
ちゅうがく

・高校
こ う こ う

などの卒業後
そつぎょうご

の進路
し ん ろ

はどのようにお考
かんが

えですか。（○は１つだけ） 

１．さらに上
うえ

の学校
がっこう

などで勉 強
べんきょう

を続
つづ

けたい 

３．福祉
ふくし

施設
しせつ

や作業所
さぎょうしょ

などに行
い

きたい 

５．家
いえ

の仕事
しごと

を手伝
てつだ

いたい 

７．わからない 

２． 職 業
しょくぎょう

などの訓練校
くんれんこう

に行
い

きたい 

４．一般
いっぱん

の会社
かいしゃ

やお店
みせ

などで 働
はたら

きたい 

６．その他
た

 

（                ） 

 

問
とい

38 将来
しょうらい

、働
はたら

くことについてどのようにお考
かんが

えですか。（あてはまるものすべてに○） 

１． 障
しょう

がいのない人
ひと

と一緒
いっしょ

に一般
いっぱん

の職場
しょくば

で 働
はたら

きたい 

２． 障
しょう

がい者
しゃ

が 働
はたら

くことを前提
ぜんてい

とした訓練
くんれん

があるなど、職場
しょくば

自体
じたい

が 障
しょう

がいに 

配慮
はいりょ

された環 境
かんきょう

で 働
はたら

きたい 

３．一般
いっぱん

の職場
しょくば

ではなく福祉
ふくし

施設
しせつ

や作業所
さぎょうしょ

で仲間
なかま

と生産活動
せいさんかつどう

をしたい 

４． 障
しょう

がいや病気
びょうき

などで 働
はたら

くことができない 

５． 働
はたら

きたくない、 働
はたら

くつもりはない 

６．わからない、まだ 考
かんが

えたことがない 

７．その他
た

（                               ） 
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問
とい

39 障
しょう

がいのある子
こ

どものために、特
と く

に重要
じゅうよう

と思
おも

うものは何
なん

ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の充 実
じゅうじつ

 

２．発育
はついく

・発達上
はったつじょう

の課題
かだい

の早期
そうき

発見
はっけん

・診断
しんだん

 

３．相談
そうだん

対応
たいおう

の充 実
じゅうじつ

 

４．家庭
かてい

訪問
ほうもん

による相談
そうだん

・指導
しどう

 

５．地域
ちいき

における療 育
りょういく

、リハビリテーション体制
たいせい

 

６．通園
つうえん

施設
しせつ

の設備
せつび

・教 育
きょういく

内容
ないよう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

７．保育所
ほいくしょ

や幼稚園
ようちえん

での受
うけ

入
い

れ体制
たいせい

 

８． 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高校
こうこう

での 教
きょう

育
いく

機
き

会
かい

の拡 充
かくじゅう

 

９．特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の設備
せつび

・教 育
きょういく

内容
ないよう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

10．通学
つうがく

・通園
つうえん

時
じ

の介助
かいじょ

・付
つき

添
そ

い 

11．放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブや休 日
きゅうじつ

等
とう

の居場所
い ば し ょ

づくり 

12．安心
あんしん

して遊
あそ

べる機会
きかい

や場
ば

の確保
かくほ

 

13．地域
ちいき

社会
しゃかい

と関
かか

わる機会
きかい

や環 境
かんきょう

づくり 

14．保護者
ほ ご し ゃ

が介助
かいじょ

・支援
しえん

できないときの一時的
いちじてき

な見守
みまも

りや介助
かいじょ

 

15．その他
た

（             ） 

16．わからない 

 

問
とい

40 最後
さ い ご

に、まちづくりや行政
ぎょうせい

の取
と

り組
く

みについて、ご意見
い け ん

がありましたら、自由
じ ゆ う

にご記入
きにゅう

くだ

さい。 
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主な結果 

 

問２ あなたの年齢をお答えください（平成 29年 5月 1日現在） 

「70～79 歳」が 22.8％で最も多く、次いで「80～89 歳」が 21.6％、「60～69 歳」が 17.7％、

「50～59 歳」が 7.9％、「40～49 歳」が 6.7％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問６ あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。持っている場合は手帳に記

載された級数をお答えください 

「１級」が 29.2％で最も多く、次いで「２級」及び「４級」が 15.9％、「３級」が 10.3％となっ

ています。身体障害者手帳以外の手帳を持っているが身体障害者手帳を「持っていない」が 17.0％

となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5

2.9

4.4

4.8

6.7

7.9

17.7

22.8

21.6

6.5

0.2

1.0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0～9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80～89歳

90～99歳

100歳以上

無回答

ｎ=961

29.2

15.9

10.3

15.9

2.6

4.1

17.0

5.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１級

２級

３級

４級

５級

６級

持っていない

無回答

ｎ=961
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単位：人・％ 

 

全体 
（人） 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 
持って
いない 

無回答 

0～9歳 34人 11.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 82.4 2.9 

10～19歳 28人 10.7 10.7 3.6 3.6 0.0 3.6 57.1 10.7 

20～29歳 42人 9.5 7.1 2.4 4.8 0.0 0.0 69.0 7.1 

30～39歳 46人 15.2 21.7 2.2 8.7 0.0 0.0 41.3 10.9 

40～49歳 64人 15.6 12.5 6.3 6.3 0.0 6.3 39.1 14.1 

50～59歳 76人 18.4 26.3 5.3 7.9 5.3 2.6 25.0 9.2 

60～69歳 170人 36.5 16.5 9.4 20.6 2.4 5.3 7.6 1.8 

70～79歳 219人 42.0 15.5 14.2 18.3 2.3 2.7 3.7 1.4 

80～89歳 208人 32.2 15.4 15.4 23.6 3.4 5.8 1.4 2.9 

90～99歳 62人 29.0 22.6 12.9 14.5 4.8 8.1 4.8 3.2 

100歳以上 2人 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

 
【考察】 
身体障害者手帳の保持率は、高齢になるほど高くなり、等級も高くなっています。 
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問７ 身体障害者手帳をお持ちの場合、主な障がいをお答えください 

「肢体不自由」が 43.5％で最も多く、次いで「内部障がい」が 29.7％、「聴覚・平衡機能障がい」

が 7.7％、「視覚障がい」が 7.2％、「音声・言語・そしゃく機能障がい」が 2.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｎ＝身体障害者手帳保持者数 
                                                      単位：人・％ 

 

全体（人） 
視覚 
障がい 

聴覚・ 
平衡機能
障がい 

音声・ 

言語・ 

そしゃく機

能障がい 

肢体 
不自由 

内部 
障がい 

無回答 

全体（％） 750 7.2 7.7 2.1 43.5 29.7 9.7 

0～9歳 5 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 0.0 

10～19歳 9 0.0 11.1 11.1 22.2 22.2 33.3 

20～29歳 10 0.0 10.0 10.0 60.0 10.0 10.0 

30～39歳 22 0.0 13.6 0.0 40.9 31.8 13.6 

40～49歳 30 0.0 6.7 0.0 33.3 36.7 23.3 

50～59歳 50 4.0 8.0 2.0 42.0 28.0 16.0 

60～69歳 154 5.2 7.1 1.3 47.4 33.1 5.8 

70～79歳 208 6.7 4.3 2.4 45.7 32.7 8.2 

80～89歳 199 11.6 9.0 1.5 42.7 27.1 8.0 

90～99歳 57 10.5 15.8 3.5 35.1 22.8 12.3 

100歳以上 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
どの年代においても、肢体不自由の割合が高くなっています。 

7.2

7.7

2.1

43.5

29.7

9.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

視覚障がい

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由

内部障がい

無回答

ｎ=750



 

75 

問８ あなたは療育手帳をお持ちですか 

「Ｂ」が 9.2％、「Ａ」が 7.7％となっています。「持っていない」は療育手帳以外の手帳を持って

いる方です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：人・％ 

 
全体（人） Ａ Ｂ 持っていない 無回答 

全体（％） 961 7.7 9.2 69.6 13.5 

0～9歳 34 23.5 32.4 41.2 2.9 

10～19歳 28 32.1 53.6 14.3 0.0 

20～29歳 42 26.2 47.6 19.0 7.1 

30～39歳 46 8.7 23.9 58.7 8.7 

40～49歳 64 21.9 15.6 50.0 12.5 

50～59歳 76 11.8 17.1 60.5 10.5 

60～69歳 170 2.9 2.4 82.4 12.4 

70～79歳 219 4.1 1.4 76.3 18.3 

80～89歳 208 1.4 0.0 84.6 13.9 

90～99歳 62 3.2 0.0 83.9 12.9 

100歳以上 2 0.0 0.0 50.0 50.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
療育手帳保持率は、年齢の低い方の割合が高くなっています。 

7.7

9.2

69.6

13.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ａ

Ｂ

持っていない

無回答

ｎ=961
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問９ あなたは精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。また自立支援医療

費（精神通院）の助成を受けていますか。 

「２級」が 5.1％、「１級」が 2.1％、「３級」が 1.6％となっています。「持っていない」の回答

は精神障害者保健福祉手帳以外の手帳を持っている方です。 

 
① 精神障害者保健福祉手帳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：人・％ 

 
全体（人） １級 ２級 ３級 

持って 
いない 

無回答 

全体（％） 961 2.1 5.1 1.6 74.7 16.5 

0～9歳 34 0.0 0.0 0.0 97.1 2.9 

10～19歳 28 0.0 0.0 0.0 89.3 10.7 

20～29歳 42 2.4 4.8 2.4 85.7 4.8 

30～39歳 46 0.0 19.6 6.5 63.0 10.9 

40～49歳 64 0.0 18.8 7.8 62.5 10.9 

50～59歳 76 5.3 15.8 3.9 65.8 9.2 

60～69歳 170 2.9 4.7 0.6 76.5 15.3 

70～79歳 219 3.7 2.3 0.5 74.0 19.6 

80～89歳 208 0.5 0.5 0.5 77.4 21.2 

90～99歳 62 0.0 0.0 0.0 77.4 22.6 

100歳以上 2 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
精神障害者保健福祉手帳の保持率は、30代から 50代の方の割合が高くなっています。 
 
 
 
 
 

2.1

5.1

1.6

74.716.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

１級

２級

３級

持っていない

無回答

ｎ=961
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② 自立支援医療費（精神通院）の助成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
全体（人） 

受けて 
いる 

受けて 
いない 

無回答 

全体（％） 961 7.6 73.3 19.1 

0～9歳 34 5.9 82.4 11.8 

10～19歳 28 0.0 82.1 17.9 

20～29歳 42 7.1 73.8 19.0 

30～39歳 46 28.3 60.9 10.9 

40～49歳 64 25.0 64.1 10.9 

50～59歳 76 19.7 68.4 11.8 

60～69歳 170 7.6 74.1 18.2 

70～79歳 219 3.2 75.8 21.0 

80～89歳 208 1.0 76.0 23.1 

90～99歳 62 3.2 75.8 21.0 

100歳以上 2 0.0 0.0 100.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
自立支援医療費（精神通院）の助成は、“働き盛り”の 30代から 50代が高い割合となっています。就
労によるものも要因の一つと推察されます。 
 
 

7.6

73.3

19.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

受けている

受けていない

無回答

ｎ=961
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問 15 あなたを介助してくれる方は主にどなたですか 

問 14 で日常生活で介助が必要と回答した方のうちで、「ホームヘルパーや施設の職員」が 28.2％

で最も多く、次いで「父母・祖父母・兄弟」が 24.5％、「配偶者（夫または妻）」が 21.9％、「子ど

も」が 15.0％、「その他の人（ボランティア等）」が 1.2％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    単位：人、％ 

 
全体
（人） 

父母・祖父
母・兄弟 

配偶者（夫
または妻） 

子ども 

ホームヘ
ルパーや
施設の職
員 

その他の
人（ボラン
ティア等） 

無回答 

全体（％） 515 24.5 21.9 15.0 28.2 1.2 9.3 

0～9歳 28 96.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

10～19歳 24 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 

20～29歳 27 88.9 3.7 0.0 7.4 0.0 0.0 

30～39歳 20 60.0 20.0 0.0 5.0 0.0 15.0 

40～49歳 33 48.5 6.1 0.0 42.4 0.0 3.0 

50～59歳 36 25.0 16.7 2.8 44.4 2.8 8.3 

60～69歳 72 12.5 41.7 5.6 27.8 0.0 12.5 

70～79歳 102 2.0 43.1 13.7 26.5 2.0 12.7 

80～89歳 120 3.3 20.0 30.8 31.7 2.5 11.7 

90～99歳 50 2.0 2.0 42.0 50.0 0.0 4.0 

100歳以上 2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
介助を受ける本人の年齢層によって、介助者が変化していることが分かります。また、４０歳を超
えてから配偶者、子ども、ホームヘルパーや施設の職員の介助の割合が高くなります。 
 
 

24.5

21.9

15.0

28.2

1.2

9.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

父母・祖父母・兄弟

配偶者（夫または妻）

子ども

ホームヘルパーや施設の職員

その他の人（ボランティア等）

無回答

ｎ=515



 

79 

問 15-② 介助をしている方が、困っていることはありますか（複数回答） 

「精神的、体力的に疲れる」が 49.1％で最も多く、次いで「自分の病気などに、助けがない」が

22.8％、「自分の時間が持てない」が 20.6％、「経済的に負担がかかる」が 19.3％、「買物など、外

出ができない」が 12.3％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ｎ＝問 15で家族で介助する人がいると回答                単位：人、％ 

 

全体
（人） 

買物な

ど、外出

ができな

い 

仕事を

続けられ

ない 

精神的、

体力的

に疲れる 

自分の

時間が

持てない 

経済的

に負担が

かかる 

自分の

病気など

に、助け

がない 

相談にの

ってくれる

人がいな

い 

その他 無回答 

全体（％） 316 12.3 12.0 49.1 20.6 19.3 22.8 7.9 8.9 25.0 

0～9歳 28 0.0 25.0 46.4 10.7 25.0 21.4 10.7 7.1 28.6 

10～19歳 22 9.1 22.7 40.9 27.3 22.7 18.2 9.1 18.2 22.7 

20～29歳 25 16.0 8.0 60.0 20.0 16.0 28.0 16.0 16.0 12.0 

30～39歳 16 12.5 12.5 43.8 31.3 6.3 18.8 6.3 6.3 31.3 

40～49歳 18 16.7 11.1 44.4 5.6 27.8 22.2 5.6 11.1 16.7 

50～59歳 16 6.3 6.3 37.5 31.3 31.3 25.0 6.3 12.5 25.0 

60～69歳 43 16.3 14.0 48.8 20.9 20.9 32.6 14.0 7.0 25.6 

70～79歳 60 15.0 13.3 53.3 28.3 20.0 21.7 8.3 5.0 23.3 

80～89歳 65 15.4 7.7 47.7 15.4 13.8 18.5 1.5 9.2 27.7 

90～99歳 23 4.3 0.0 56.5 17.4 17.4 21.7 4.3 4.3 34.8 

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった方も含まれています。 
 
【考察】 
全年齢層で「精神的、体力的に疲れる」が多いが、０歳～19歳までの障がいのある人の介助者で
は、「仕事を続けられない」が比較的多く、子どもの世話等により、仕事を続けることが難しい状
況であることが推察されます。 
 
 
 
 

49.1

22.8

20.6

19.3

12.3

12.0

7.9

8.9

25.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

精神的、体力的に疲れる

自分の病気などに、助けがない

自分の時間が持てない

経済的に負担がかかる

買物など、外出ができない

仕事を続けられない

相談にのってくれる人がいない

その他

無回答

ｎ=316
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問 17 あなたが地域で生活するためには、どのような支援があればよいと
思いますか（複数回答） 

「必要なサービスが適切に利用できること」が 45.2％で最も多く、次いで「経済的な負担の軽減」

が 36.7％、「相談対応等の充実」が 24.9％、「地域住民等の理解」が 17.1％、「在宅で医療的ケアを

適切に受けられること」が 16.5％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     単位：人、％ 

 

全体

（人） 

障がい

のある

人に適

した住

居の確

保 

経済的

な負担

の軽減 

相談対

応等の

充実 

地域住

民等の

理解 

必要な

サービス

が適切

に利用

できるこ

と 

生活訓

練等の

充実 

在宅で

医療的

ケアを

適切に

受けら

れること 

その他 
わから

ない 
無回答 

全体（％） 961 16.0 36.7 24.9 17.1 45.2 14.5 16.5 4.6 13.7 10.5 

0～9歳 34 14.7 55.9 70.6 64.7 79.4 55.9 8.8 2.9 0.0 2.9 

10～19歳 28 39.3 42.9 50.0 28.6 64.3 32.1 7.1 3.6 7.1 7.1 

20～29歳 42 35.7 50.0 47.6 28.6 66.7 23.8 4.8 2.4 9.5 2.4 

30～39歳 46 30.4 50.0 45.7 28.3 56.5 23.9 17.4 2.2 8.7 8.7 

40～49歳 64 20.3 48.4 32.8 31.3 37.5 12.5 9.4 4.7 17.2 0.0 

50～59歳 76 18.4 52.6 36.8 23.7 39.5 11.8 9.2 1.3 9.2 7.9 

60～69歳 170 15.3 31.8 13.5 17.1 44.1 13.5 16.5 5.3 15.3 10.0 

70～79歳 219 11.0 32.9 18.3 10.0 38.8 9.1 18.7 7.3 15.5 11.9 

80～89歳 208 10.1 27.9 19.2 7.2 42.8 9.6 21.6 3.8 17.3 13.9 

90～99歳 62 14.5 32.3 11.3 4.8 48.4 16.1 25.8 3.2 12.9 16.1 

100歳以上 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「地域住民等の理解」や「生活機能訓練の充実」は、比較的若い世代で多く、年齢を重ねるととも
に「在宅で医療的なケアを適切に受けられること」の割合が高くなる傾向が見受けられます。 
 
 

45.2

36.7

24.9

17.1

16.5

16.0

14.5

4.6

13.7

10.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

必要なサービスが適切に利用できること

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

地域住民等の理解

在宅で医療的ケアを適切に受けられること

障がい者に適した住居の確保

生活訓練等の充実

その他

わからない

無回答

ｎ=961
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問 18 あなたは、日中の生活をどのように過ごされていますか（複数回答） 

「家庭内で過ごしている」が 43.1％で最も多く、次いで「その他」が 11.8％、「介護保険の通所

サービスに通っている」が 9.8％、「常勤で仕事をしている（自営業を含む）」が 8.6％、「介護や訓

練を受ける施設などに通っている」が 6.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

問 18-② 仕事をしていない理由は何ですか（複数回答） 

問１８で「病院等のデイケアに通っている」、「同じ障がいのある人たち同士の活動・集まりに通

っている」、「家事・育児・介護」、「家庭内で過ごしている」と回答された方の中で、「年齢のため

（学生・高齢）」が 50.3％で最も多く、次いで「障がいなどで、できる仕事がない」が 19.0％、「現

状に満足している」が 10.2％、「その他」が 9.4％、「仕事をする必要がない」が 8.5％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.3

19.0

10.2

8.5

6.0

3.8

3.2

2.1

2.1

0.9

9.4

17.7

0% 20% 40% 60%

年齢のため（学生・高齢）

障がいなどで、できる仕事がない

現状に満足している

仕事をする必要がない

働く意欲がもてない

障がいに対する理解に不安がある

希望にあった仕事がない

働きたいが、どこに相談すればよいかがわからない

入院・入所しているため

求職中または職業訓練中である

その他

無回答

ｎ=469

43.1

9.8

8.6

6.1

5.9

5.7

4.5

4.4

4.1

2.2

11.8

9.9

0% 20% 40% 60%

家庭内で過ごしている

介護保険の通所サービスに通っている

常勤で仕事をしている（自営業を含む）

介護や訓練を受ける施設などに通っている

パートタイムやアルバイト（内職を含む）の仕事をしている

仲間と一緒に施設などで仕事をしている

学校に通っている

病院等のデイケアに通っている

家事・育児・介護

同じ障がいのある人たち同士の活動・集まりに通っている

その他

無回答

ｎ=961
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                                     単位：人、％ 
 

全体（人） 

年齢のため

(学生・高

齢） 

障がいなど

で、できる仕

事がない 

求職中また

は職業訓練

中である 

働きたいが、

どこに相談す

ればよいかが

わからない 

希望にあった

仕事がない 

仕事をする必

要がない 

全体（％） 469 50.3 19.0 0.9 2.1 3.2 8.5 

0～9歳 8 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 

10～19歳 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20～29歳 10 0.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 

30～39歳 14 0.0 21.4 7.1 0.0 7.1 0.0 

40～49歳 18 0.0 27.8 0.0 11.1 16.7 0.0 

50～59歳 25 16.0 36.0 0.0 4.0 16.0 4.0 

60～69歳 105 41.9 35.2 1.0 2.9 4.8 12.4 

70～79歳 134 58.2 14.2 0.0 0.7 0.0 5.2 

80～89歳 122 68.0 4.9 0.0 0.8 0.8 11.5 

90～99歳 28 71.4 17.9 0.0 0.0 3.6 14.3 

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

働く意欲がも

てない 

障がいに対す

る理解に不

安がある 

入院・入所し

ているため 

現状に満足

している 
その他 無回答 

全体（％） 6.0 3.8 2.1 10.2 9.4 17.7 

0～9歳 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 

10～19歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

20～29歳 10.0 30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 

30～39歳 21.4 14.3 0.0 0.0 28.6 21.4 

40～49歳 5.6 11.1 5.6 0.0 22.2 16.7 

50～59歳 20.0 12.0 8.0 8.0 8.0 20.0 

60～69歳 8.6 4.8 0.0 17.1 11.4 10.5 

70～79歳 5.2 0.7 0.7 10.4 7.5 23.9 

80～89歳 1.6 0.8 3.3 10.7 3.3 18.0 

90～99歳 0.0 3.6 7.1 3.6 14.3 10.7 

100歳以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「障がいなどで、できる仕事がない」以外の理由としては、割合が高いとまでは言えないが、「働
く意欲がもてない」が 30歳~79歳で複数の回答、「障がいに対する理解に不安がある」も２０～
６０歳で多く回答があり、今後の検討課題となります。 
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問 20 あなたは、障がい者の就労支援として、今後どのようなことが重要

だと思いますか（複数回答） 

「職場の障がい者への理解」が 31.5％で最も多い。「通勤手段の確保」が 17.8％、「技術や知識

の習得など、就労支援機関での支援の充実」が 17.4％、「就労後の職場と支援機関の連携」が 16.0％

でした。一方、「わからない」との回答は 28.2％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      単位：人、％ 

 

全体

(人) 

通勤手

段の確保 

職場での

バリアフリ

ー等の配

慮 

職場の障

がい者へ

の理解 

技術や知

識の習得

など、就

労支援

機関での

支援の充

実 

学校での

訓練や進

路指導の

充実 

就労後の

職場と支

援機関の

連携 

仕事につ

いての職

場外での

相談対

応、支援 

その他 
わからな

い 
無回答 

全体（％） 961 17.8 12.4 31.5 17.4 10.7 16.0 14.0 3.9 28.2 23.9 

0～9歳 34 26.5 11.8 73.5 55.9 67.6 58.8 44.1 0.0 11.8 2.9 

10～19歳 28 42.9 10.7 50.0 46.4 60.7 46.4 32.1 3.6 7.1 3.6 

20～29歳 42 38.1 21.4 50.0 40.5 21.4 45.2 35.7 4.8 16.7 2.4 

30～39歳 46 28.3 13.0 56.5 28.3 17.4 21.7 37.0 2.2 19.6 6.5 

40～49歳 64 25.0 7.8 59.4 21.9 10.9 21.9 29.7 1.6 25.0 6.3 

50～59歳 76 25.0 18.4 42.1 22.4 5.3 18.4 15.8 2.6 17.1 15.8 

60～69歳 170 16.5 16.5 32.4 18.8 4.7 15.3 11.8 4.1 31.8 17.6 

70～79歳 219 10.5 8.7 14.6 6.8 1.8 5.9 3.7 4.1 32.9 36.1 

80～89歳 208 13.9 13.0 22.1 10.1 9.1 10.1 6.7 4.8 33.7 33.2 

90～99歳 62 4.8 4.8 16.1 6.5 3.2 3.2 4.8 4.8 33.9 41.9 

100歳以上 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「職場の障がい者への理解」は、各年齢層で高いが、それ以外の回答、「通勤手段の確保」、「技術
や知識の習得など、就労支援機関での支援の充実」、「学校での訓練や進路指導の充実」、「就労後の
職場と支援機関の連携」、「仕事についての職場外での相談対応、支援」は、４０～５０歳代までに
多く、回答者自身にとって、現在も問題となっていることが推察されます。 

31.5

17.8

17.4

16.0

14.0

12.4

10.7

3.9

28.2

23.9

0% 10% 20% 30% 40%

職場の障がい者への理解

通勤手段の確保

技術や知識の習得など、就労支援機関での支援の充実

就労後の職場と支援機関の連携

仕事についての職場外での相談対応、支援

職場でのバリアフリー等の配慮

学校での訓練や進路指導の充実

その他

わからない

無回答

ｎ=961



 

84 

問 24 あなたは、避難行動要支援者名簿に登録していますか 

「名簿の存在を知らない」が 51.4％で最も多く、次いで「名簿は知っているが、登録はしていな

い」が 20.6％、「登録している」が 18.5％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                単位：人、％ 

 

全体(人) 
登録して
いる 

名簿は知
っている
が、登録
はしてい
ない 

名簿の存
在を知ら
ない 

無回答 

全体（％） 961 18.5 20.6 51.4 9.5 

0～9歳 34 29.4 14.7 55.9 0.0 

10～19歳 28 32.1 32.1 28.6 7.1 

20～29歳 42 16.7 26.2 50.0 7.1 

30～39歳 46 17.4 15.2 63.0 4.3 

40～49歳 64 10.9 23.4 59.4 6.3 

50～59歳 76 13.2 28.9 52.6 5.3 

60～69歳 170 21.8 22.9 47.6 7.6 

70～79歳 219 19.2 18.3 51.6 11.0 

80～89歳 208 18.8 18.3 51.4 11.5 

90～99歳 62 12.9 17.7 51.6 17.7 

100歳以上 2 0.0 0.0 100.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 

【考察】 
「名簿の存在を知らない」という人が多く、周知啓発が課題と考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.5

20.6

51.4

9.5

0% 20% 40% 60%

登録している

名簿は知っているが、登録はしていない

名簿の存在を知らない

無回答

ｎ=961
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問 27 相談支援体制について、どのようなことの充実を望みますか 

（複数回答） 

「福祉の専門職を配置した相談窓口の充実」が 27.4％、「身近な場所に開設される福祉なんでも

相談」が 20.7％、「同じ障がいを持つ相談員によるカウンセリング」が 14.5％、「家族の悩みを受

け止める家族相談員」が 14.2％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      単位：人、％ 
 

全体 

(人) 

福祉の

専門職

を配置

した相

談窓口

の充実 

同じ障

がいを

持つ相

談員に

よるカウ

ンセリン

グ 

身近な

場所に

開設さ

れる福

祉なん

でも相

談 

休日や

夜間の

電話相

談 

家族の

悩みを

受け止

める家

族相談

員 

子どもの

療育・

発達支

援に関

する専

門的な

相談 

就職や

就職後

の支援

に関す

る専門

的な相

談 

その他 
特に 

ない 
無回答 

全体（％） 961 27.4 14.5 20.7 9.1 14.2 6.8 11.6 1.8 32.9 12.7 

0～9歳 34 41.2 8.8 14.7 8.8 20.6 79.4 50.0 5.9 2.9 2.9 

10～19歳 28 39.3 14.3 25.0 0.0 28.6 42.9 71.4 3.6 10.7 3.6 

20～29歳 42 42.9 23.8 23.8 16.7 31.0 16.7 50.0 7.1 14.3 2.4 

30～39歳 46 30.4 13.0 21.7 17.4 19.6 15.2 26.1 0.0 21.7 6.5 

40～49歳 64 23.4 21.9 21.9 12.5 10.9 7.8 29.7 1.6 28.1 9.4 

50～59歳 76 23.7 25.0 23.7 6.6 17.1 1.3 13.2 0.0 27.6 10.5 

60～69歳 170 30.0 20.6 19.4 8.8 14.1 2.4 3.5 1.2 41.8 7.1 

70～79歳 219 21.0 10.0 18.3 6.4 8.2 0.5 1.4 1.8 38.8 19.2 

80～89歳 208 27.9 11.1 23.1 11.5 12.5 0.0 0.5 1.0 38.0 13.0 

90～99歳 62 24.2 3.2 19.4 3.2 12.9 1.6 3.2 3.2 30.6 27.4 

100歳以上 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「家族の悩みを受け止める家族相談員」、「子どもの療育・発達支援に関する専門的な相談」、「就職
や就職後の支援に関する専門的な相談」などは、30歳代までが多く、今後も拡充が必要であるこ
とが推察されます。 
 

27.4

20.7

14.5

14.2

11.6

9.1

6.8

1.8

32.9

12.7

0% 10% 20% 30% 40%

福祉の専門職を配置した相談窓口の充実

身近な場所に開設される福祉なんでも相談

同じ障がいを持つ相談員によるカウンセリング

家族の悩みを受け止める家族相談員

就職や就職後の支援に関する専門的な相談

休日や夜間の電話相談

子どもの療育・発達支援に関する専門的な相談

その他

特にない

無回答

ｎ=961
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問 28-① どのような場所で差別を感じたり嫌な思いをしましたか 

（複数回答） 

問 28 で障がいがあることで差別を感じたり、嫌な思いをすることがある、少しあると回答され

た方で、「外出先」が 48.7％で最も多く、次いで「学校・仕事場」が 28.0％、「住んでいる地域」

が 24.0％、「医療機関」が 21.7％、「余暇を楽しむとき」が 17.4％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ｎ＝問 28で差別を感じると回答した人                  単位：人、％ 

 

全体 

(人) 

学校・仕

事場 

仕事を探

すとき 
外出先 

余暇を楽

しむとき 
医療機関 行政機関 

住んでい

る地域 
その他 無回答 

全体（％） 961 28.0 16.4 48.7 17.4 21.7 9.2 24.0 5.3 2.0 

0～9歳 16 43.8 0.0 50.0 25.0 6.3 0.0 25.0 0.0 0.0 

10～19歳 15 60.0 6.7 46.7 26.7 33.3 0.0 13.3 0.0 0.0 

20～29歳 33 51.5 21.2 48.5 15.2 18.2 6.1 9.1 6.1 0.0 

30～39歳 25 44.0 36.0 44.0 12.0 32.0 24.0 20.0 8.0 0.0 

40～49歳 29 48.3 24.1 48.3 17.2 20.7 6.9 17.2 6.9 0.0 

50～59歳 30 30.0 36.7 50.0 13.3 20.0 6.7 30.0 3.3 0.0 

60～69歳 52 11.5 13.5 55.8 15.4 25.0 13.5 26.9 7.7 0.0 

70～79歳 59 10.2 11.9 44.1 16.9 20.3 10.2 39.0 1.7 6.8 

80～89歳 39 15.4 2.6 48.7 23.1 23.1 7.7 20.5 5.1 5.1 

90～99歳 6 0.0 0.0 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「外出先」、「住んでいる地域」、「医療機関」以外では、0歳～19歳では「余暇を楽しむとき」、20
歳~59歳では「仕事を探すとき」と年齢層により異なることが見受けられます。ただし、「差別を
感じたり嫌な思い」については各個人の認識にも差異があるので、意見を聞く機会を増やし、それ
を生かせる仕組みづくりが必要と考えます。

48.7

28.0

24.0

21.7

17.4

16.4

9.2

5.3

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

外出先

学校・仕事場

住んでいる地域

医療機関

余暇を楽しむとき

仕事を探すとき

行政機関

その他

無回答

ｎ=304
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問 34 障がい者が自立した生活を送るために、行政はどのようなことを充

実させるべきだとお考えですか（複数回答） 

「障がい者が外出しやすいまちづくりを進める」が 29.6％で最も多く、次いで「経済的支援を充

実する」が 29.3％、「医療・リハビリテーション体制を充実する」が 27.5％、「日中活動の場、居

場所となる施設・サービスを充実する」が 24.1％、「一般企業などで働くことが難しい障がい者の

働く場、活動の場を充実する」が 21.5％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.6

29.3

27.5

24.1

21.5

20.4

15.6

15.5

14.7

1.4

16.5

18.2

0% 10% 20% 30% 40%

障がい者が外出しやすいまちづくりを進める

経済的支援を充実する

医療・リハビリテーション体制を充実する

日中活動の場、居場所となる施設・サービスを充実する

一般企業などで働くことが難しい障がい者の働く場、活動の場を充実する

ホームヘルプサービスなど在宅サービスを充実する

障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じて、適切な指導・教育を進める

グループホームなど生活の場を確保する

障がい者への理解を深めるための啓発活動や福祉教育、交流を充実する

その他

わからない

無回答

ｎ=961
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                                      単位：人、％ 
 

全体 

(人) 

医療・リハビリテ

ーション体制を

充実する 

ホームヘルプサ

ービスなど在宅

サービスを充実

する 

グループホーム

など生活の場を

確保する 

日中活動の

場、居場所と

なる施設・サー

ビスを充実する 

経済的支援を

充実する 

障がいのある子

ども一人ひとり

の状況に応じ

て、適切な指

導・教育を進め

る 

全体（％） 961 27.5 20.4 15.5 24.1 29.3 15.6 

0～9歳 34 29.4 11.8 17.6 50.0 50.0 76.5 

10～19歳 28 17.9 3.6 28.6 39.3 32.1 42.9 

20～29歳 42 16.7 23.8 38.1 38.1 35.7 28.6 

30～39歳 46 19.6 19.6 17.4 32.6 37.0 21.7 

40～49歳 64 26.6 17.2 20.3 21.9 42.2 18.8 

50～59歳 76 23.7 15.8 18.4 28.9 38.2 13.2 

60～69歳 170 35.3 27.6 12.9 27.6 30.6 15.3 

70～79歳 219 25.6 17.8 10.0 11.4 22.8 4.6 

80～89歳 208 29.8 23.6 14.4 24.5 24.0 11.5 

90～99歳 62 29.0 19.4 16.1 21.0 22.6 8.1 

100歳以上 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

 
 

一般企業など

で働くことが難

しい障がい者の

働く場、活動の

場を充実する 

障がい者への

理解を深める

ための啓発活

動や福祉教

育、交流を充

実する 

障がい者が外

出しやすいまち

づくりを進める 

その他 わからない 無回答 

全体（％） 21.5 14.7 29.6 1.4 16.5 18.2 

0～9歳 50.0 38.2 41.2 0.0 5.9 2.9 

10～19歳 42.9 32.1 42.9 3.6 10.7 7.1 

20～29歳 47.6 23.8 52.4 4.8 9.5 4.8 

30～39歳 45.7 26.1 32.6 4.3 10.9 10.9 

40～49歳 35.9 25.0 34.4 3.1 14.1 6.3 

50～59歳 34.2 14.5 28.9 0.0 14.5 9.2 

60～69歳 20.0 14.1 35.9 0.0 18.2 14.1 

70～79歳 7.3 7.8 21.9 1.8 18.7 27.9 

80～89歳 15.9 12.0 26.0 1.0 18.8 22.6 

90～99歳 6.5 4.8 17.7 0.0 21.0 25.8 

100歳以上 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 

※全体の人数は、年齢の回答がなかった人も含まれています。 
 
【考察】 
「障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じて、適切な指導・教育を進める」は 0歳～9歳の回
答で高い割合を示しています。「障がい者への理解を深めるための啓発活動や福祉教育、交流を充実す
る」は40歳代までが高く、その後少しずつ減少しています。「障がい者が外出しやすいまちづくりを進
める」は全年齢層で高い割合を示しています。 
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問 39 障がいのある子どものために、特に重要と思うものは何ですか 

（複数回答） 

「発育・発達上の課題の早期発見・診断」が 60.0％で最も多く、次いで「地域における療育、リ

ハビリテーション体制」及び「小・中学校、高校での教育機会の拡充」が 54.5％、「保護者が介助・

支援できないときの一時的な見守りや介助」が 50.9％、「通園施設の設備・教育内容等の充実」が

49.1％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
問 39は 18歳未満が対象                        単位：人、％ 

 

全体 

(人) 

発育・発達

上の課題の

早期発見・

診断 

地域における

療育、リハビ

リテーション

体制 

小・中学校、

高校での教

育機会の拡

充 

保護者が介

助・支援でき

ないときの一

時的な見守

りや介助 

通園施設の

設備・教育

内容等の充

実 

相談対応の

充実 

保育所や幼

稚園での受

入れ体制 

特別支援学

校の設備・

教育内容等

の充実 

全体（％） 55 60.0 54.5 54.5 50.9 49.1 47.3 45.5 45.5 

0～5歳 17 76.5 64.7 47.1 52.9 70.6 58.8 64.7 47.1 

6～17歳 38 52.6 50.0 57.9 50.0 39.5 42.1 36.8 44.7 

 
 

放課後児童

クラブや休日

等の居場所

づくり 

安心して遊

べる機会や

場の確保 

地域社会と

関わる機会

や環境づくり 

通学・通園

時の介助・

付添い 

乳幼児健診

の充実 

家庭訪問に

よる相談・指

導 

その他 わからない 無回答 

全体（％） 43.6 43.6 30.9 27.3 14.5 12.7 1.8 5.5 1.8 

0～5歳 47.1 58.8 41.2 29.4 41.2 17.6 0.0 0.0 0.0 

6～17歳 42.1 36.8 26.3 26.3 2.6 10.5 2.6 7.9 2.6 

 
【考察】 
多くの選択肢について５歳以下の回答の割合が高い傾向が見られます。このことから不安を抱える
人に 0歳～5歳の保護者が多いということが推察できます。まずは早い段階で不安を和らげられる
よう周知等を含め、説明や相談の機会が設けられるような対応が必要ではないかと考えます。 

60.0

54.5

54.5

50.9

49.1

47.3

45.5

45.5

43.6

43.6

30.9

27.3

14.5

12.7

1.8

5.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

発育・発達上の課題の早期発見・診断

地域における療育、リハビリテーション体制

小・中学校、高校での教育機会の拡充

保護者が介助・支援できないときの一時的な見守りや介助

通園施設の設備・教育内容等の充実

相談対応の充実

保育所や幼稚園での受入れ体制

特別支援学校の設備・教育内容等の充実

放課後児童クラブや休日等の居場所づくり

安心して遊べる機会や場の確保

地域社会と関わる機会や環境づくり

通学・通園時の介助・付添い

乳幼児健診の充実

家庭訪問による相談・指導

その他

わからない

無回答

ｎ=55
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２ 事業所ヒアリング調査の実施 

 

■調査の目的 

本計画の策定に当たり、障がい福祉サービス事業者の現状及び今後の方向性等を把

握するため、実施しました。 

 

■調査の実施状況 

調査期間：平成 29 年 12 月４日～12 月５日 

調査対象：町内在住の障がいをお持ちの方が利用している障がい福祉サービス事業

者（事業者については、町外を含む。） 

実施状況：事前アンケートを 14 事業所に対して実施し、14 事業所から回答。 

     また、事前アンケートを基にヒアリングを実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈松前町の障がい福祉計画あるいは保健福祉施策に関する意見や提案〉 

▽自由記述欄より 

 松前町社協等、松前町内に、障がい児計画が受けられる事業所を増や

してほしいと思います。 

 今後もより一層の協働と連携を図っていきたいと思います。 

 障がい者の高齢化により介護保険が適用される場合、介護認定ではサ

ービスがあまりなく、認定も難しくなっています。65 歳でも、まだ

まだ体力的に老人サービスを受けるにはお元気であり、障害サービス

の利用についても考慮していただきたいと感じます。 

障がい者が施設を退所して、病院、介護施設、介護サービスを受ける

際、充分なサービスが受けられなく、高額です。 

障がい者が安心して過ごせる制度、高齢になっても安心できる制度で

環境を整えてあげたいと感じます。 

 町内の相談支援事業所が３か所、うち相談員が町内で 4 人しかいない

ので、障がいの方に対して不足していると思います。定員もなく、事

業所によっては担当がキャパ超えしているのではないでしょうか。事

業所と相談員の数を増やしてもらいたいと思います。 

町内のサービス提供事業所は徐々に増え、利用者が町内のサービスを

利用できるのはよいと思います。しかし、精神障がい者の行き場がな

いので困ることが多々あります。生活介護、短期入所など事業所がで

きればと思います。 

 障がい児に対する理解、福祉サービスとの連携を教育分野（幼稚園、

小学校等）に求めたいと思います。 
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３ 松前町障害者基本計画等策定委員会要綱 

 
 
 
 

 
 松前町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱（平成 18年７月 20日施行）
の全部を改正する。 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、松前町執行機関の附属機関設置条例（平成 29年松前町条例第 12号）
第４条の規定に基づき、松前町障害者基本計画等策定委員会（以下「委員会」という。）
の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（委員） 

第２条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、障害者基本計画又は障害福祉計画（以
下「障害者基本計画等」という。）の策定の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱
する。 
(1) 学識経験を有する者 
(2) 障がい者団体関係者 
(3) 障がい福祉事業関係者 
(4) 保健福祉関係者 
（任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱の日から町長に障害者基本計画等に係る意見の答申をした日ま 
でとする。 
（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務 
を代理する。 
（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、議長となる。ただし、
委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。 

４ 委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと
ができる。 
（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員
会に諮って定める。 

   附 則 
この要綱は、平成 29年７月 14日から施行する。 
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４ 松前町障害者基本計画等策定委員会委員名簿 

 
 

 委嘱理由 所 属 氏 名 

1 （1） むかいだ小児科 向田 隆通 

2 〃 くろだ病院 黒田 典生 

3 〃 公益財団法人 日本訪問看護財団 西村  幸 

4 （2） 松前町手をつなぐ育成会会長 松本一二美 

5 （3） 社会福祉法人 あゆみ学園 今村 高博 

6 〃 特定非営利活動法人 福祉親愛会 河﨑 礼子 

7 〃 社会福祉法人 愛媛県社会福祉事
業団 ほほえみ相談支援センター 本橋 祐一 

8 （4） 社会福祉法人 鶴寿会  竹田 真二 

9 〃 松前町社会福祉協議会  高橋 昌志 

10 〃 松前町介護給付等審査会委員 佐伯 徹也 

 

（1） 学識経験を有する者 

（2） 障がい者団体関係者 

（3） 障がい福祉事業関係者 

（4） 保健福祉関係者 
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５ 用語解説 

 
 
あ行 

医療的ケア 

吸引や経管栄養、圧迫導尿などの医療的な処置を日常的に必要とする障がい者（児）に対し

て、看護師や保健師が医師の指示に従って行う医療的な援助。 

アクセシビリティ 

年齢や身体障がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用でき

ること。 
 
 
か行 

グループホーム 

地域社会の中にある住宅（アパート、マンション、一戸建てなど）において、数人の障がい

者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態。 

同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により、食事の提供、相談、その他の日常的

生活援助が行われるもの。知的障がい者グループホームと精神障がい者グループホームとが

ある。 
 
 
さ行 

児童発達支援センター 

通所により障がい児への療育やその家族に対する支援を行うとともに、専門機能を活かし、

地域の障がい児やその家族の相談支援、障がい児を預かる施設への援助・助言を行う施設。 

障害者就業・生活支援センター 

就職や職場への定着が困難な障がいのある人を対象に身近な地域で、雇用、福祉、教育等の

関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常

生活、社会生活上の支援を一体的に行う施設。 

重症心身障がい児 

重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複した障がい児。 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどのために判断能力が十分ではない方々を保護するため

の制度。本人に代わって契約などの行為を行う後見人等を家庭裁判所が選任することによっ

て、本人の判断能力を補うもの。 
 
 
な行 

難病 

厚生労働省が指定した特定疾患の通称。同省の「難病対策要綱」では、①原因不明、治療方
法未確立で、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病 ②経過が慢性にわたり、単に経済
的問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負
担の大きい疾病としている。 
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日常生活用具 

在宅の障がい者の日常生活がより円滑に行われるために給付又は貸与する用具。浴槽、便器、

パソコン、ファックスなど。 
 
 
ら行 

ライフステージ 

乳幼児期・学齢期・青年期・壮年期・高齢期など人間の一生を年代によって分割した段階。 

療育 

障がいのある児童に対する医療や教育など、発達を促すための一連の取組。療は医療を、育

は養育・保育・教育を一字ずつあわせた造語が起源とされる。 
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